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午前９時58分開議 

 

○主査（渡辺 忍君） おはようございます。 

 ただいまから決算審査特別委員会教育未来分科会を開きます。 

 本日の審査日程につきましては、教育委員会の所管の審査を行った後、指摘要望事項の協議

をお願いいたします。 

 傍聴の皆様に申し上げます。 

 分科会傍聴に当たっては、傍聴証に記載の注意事項を遵守いただきますようお願いいたしま

す。 

 

教育委員会所管審査 

○主査（渡辺 忍君） 教育委員会所管の令和４年度の決算議案の審査を行います。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。教育長。 

○教育長 教育委員会でございます。よろしくお願いいたします。 

 令和４年度教育委員会所管の歳入歳出の決算の状況につきまして、御説明をいたします。 

 教育委員会では、子供たち一人一人が尊重され、調和の取れた発育を図れるよう、子供たち

のよさや可能性を大切にする人間尊重の教育を基本理念に、既存施策の一層の充実を図るとと

もに、新たなニーズや課題等に適切に対応するための施策を展開したところでございます。 

 それでは、令和４年度主要施策の成果説明書の260ページ、歳入歳出決算額状況表をお願い

いたします。 

 まず、教育委員会に係る一般会計の歳入でございます。主なものを御説明させていただきま

す。 

 款19・国庫支出金でございますが、歳入済額は118億1,700万円で、主なものは小中、特別支

援学校の一般職人件費収入でございます。 

 262ページをお願いいたします。 

 上段の表の款26・市債でございますが、収入済額55億6,400万円で、主なものは小中、特別

支援学校施設環境整備事業債でございます。 

 これら収入済額の合計は180億2,200万円でございます。 

 次に、一般会計の歳出について御説明をさせていただきます。 

 下段の表の歳出、款10・教育費でございますが、支出済額は721億6,100万円で、主なものは

一般職人件費のほか、小中学校の施設環境整備事業などでございます。 

 続いて、264ページをお願いいたします。 

 歳出決算額の合計は表の一番下の計欄で、予算現額846億2,900万円に対して支出済額722億

2,200万円でございます。執行率は85.3％です。市の一般会計の歳出に占める教育委員会所管

の一般会計の割合は13.8％となっております。 

 なお、翌年度繰越額が81億6,800万円となっておりますが、主なものは小中学校の施設環境

整備事業に係るものでございます。 

 また、不用額が42億3,800万円となっておりますが、主なものは小中学校の施設環境整備事

業の契約差金などによるものでございます。 
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 続きまして、266ページをお願いいたします。 

 学校給食事業特別会計でございますが、収入済額と支出済額とともに86億5,300万円で、こ

れは小中、特別支援学校の給食運営などに係る経費でございます。 

 なお、不納欠損額が150万円ございます。給食費の滞納者には、これまで繰り返し催告を行

ってきましたが、時効期間が満了したもの等については、千葉市債権管理条例に基づき、債権

の放棄を行ったものでございます。 

 以上が決算の概要でございます。引き続きまして、各部長から所管の事務事業について御説

明させていただきます。 

○主査（渡辺 忍君） 教育総務部長。 

○教育総務部長 教育総務部でございます。よろしくお願いいたします。説明は座ってさせて

いただきます。 

 引き続きまして、成果説明書の268ページをお願いいたします。 

 １の新型コロナウイルス感染症対策でございますが、決算額は４億円で、学校や社会教育施

設におけます新型コロナウイルス感染症への対策としまして、感染症対策物品の購入や専門職

員の配置、拡充など、感染拡大防止に対応するための各種施策を実施したものでございます。 

 次に、３の性暴力事案発生時の危機対応チームでございますが、決算額は９万円で、学校で

の性暴力事案発生時等に弁護士などで構成します危機対応チームを教育委員会内に設置し、関

係職員への聞き取りなどを行ったものでございます。 

 269ページをお願いいたします。 

 次に、４の生命（いのち）の安全教育推進でございますが、決算額は80万円で、子供自身の

性暴力被害に遭わない力を育成するため、性の人権教育を実施したものでございます。 

 次に、５の専科指導のための非常勤講師の配置でございますが、決算額は１億8,700万円で、

小学校高学年におけます教科担任制に向けまして専科指導教員、または講師を全市立小学校に

配置し、専門性の高い指導を実施するとともに、学級担任が児童と向き合う時間を確保するた

め、計画的に図工、家庭、体育の講師を増員したものでございます。 

 次に、６の学校施設の環境整備でございますが、決算額は52億1,300万円で、学校施設の長

寿命化を図るため、計画的な保全改修を行うとともに、安全・安心で衛生的な施設環境に改善

するため、小学校及び次ページにございます中学校、特別支援学校において、大規模改造やト

イレ改修などを実施したものでございます。 

 270ページをお願いいたします。 

 最後に、９の学校防犯対策でございますが、決算額は1,300万円で、安全で安心な学校づく

りの推進を図るため、防犯カメラシステムを新たに10校に設置したものでございます。 

 教育総務部の説明は以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 学校教育部長。 

○学校教育部長 学校教育部でございます。よろしくお願いいたします。座って説明をさせて

いただきます。 

 271ページを御覧ください。 

 まず、１の高等学校及び特別支援学校高等部ＧＩＧＡスクール構想の実現ですが、決算額は

１億500万円で、高等学校及び特別支援学校高等部の生徒１人１台端末環境の実現に向け、端
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末及びネットワークを整備しました。 

 次に、２の次期キャビネットコンサルティングですが、決算額は2,500万で、次期キャビネ

ットへの更新に向けて、整備計画書等の作成を実施したものです。 

 次に、３の不登校対策ですが、決算額は３億1,900万円で、１、スクールカウンセラー配置

についてですが、不登校やいじめなどに対応するため、配置時間等を拡充し、新たに教育支援

センターに１名配置し、公認心理師などによる児童生徒へのカウンセリングや教職員及び保護

者に対する助言、援助を行いました。 

 ２、スクールソーシャルワーカー配置についてですが、教育と福祉の両面に関して専門的な

知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーの配置を10人から12人に増員し、問題を抱え

る児童生徒が置かれた環境の改善が図られるよう支援しました。 

 ３、家庭訪問カウンセラー配置についてですが、家庭から出られなくなっている児童生徒に、

専門的見地からのカウンセリングを継続して行う家庭訪問カウンセラー２名を配置しました。 

 ４、ライトポート指導員配置についてですが、不登校児童への支援の充実を図るため、小学

校への支援を専門的に行う指導員を30人から36人に増員しました。 

 次に、272ページ、４の小学校の水泳学習における民間スイミングスクールの活用ですが、

決算額は3,000万円で、児童の泳力向上、教員の負担軽減及び学校プール施設の維持管理削減

などを目的とし、スイミングスクールにおける水泳学習やスイミングスクールのインストラク

ターを学校に派遣して水泳学習を実施しました。 

 次に、５の地域運動部活動推進ですが、決算額は40万円で、休日の部活動の段階的な地域移

行に向けて、国の働き方改革を踏まえた部活動改革に関する実践研究を、中学校において行い

ました。 

 次に、６の特別支援教育指導員配置ですが、決算額は3,800万円で、緊急に対応が必要なＡ

ＤＨＤなどの発達障害のある児童が在籍する学校の支援体制充実などを目的に、特別支援教育

指導員を40人から44人に増員しました。 

 最後に、273ページ、学校給食事業特別会計について、御説明いたします。 

 学校給食運営ですが、決算額は86億5,300万円で、保護者等から徴収した給食費及び一般会

計からの繰入金等を財源としております。 

 以上で学校教育部の説明を終わります。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習部長。 

○生涯学習部長 生涯学習部でございます。よろしくお願いいたします。座って説明をさせて

いただきます。 

 それでは、引き続き274ページをお願いいたします。 

 初めに、１の放課後子ども対策８億4,900万円ですが、１つ目のアフタースクールでは、実

施校を18校から24校に拡大をいたしました。 

 また、４の放課後子どもプラン、第２期策定では、令和５年３月に策定した本プランにおい

て、アフタースクールを原則全校に展開するため、具体的な導入計画を提示したところでござ

います。 

 さらに、５つ目ですが、千城小学校放課後見守り事業を新たに実施をいたしました。 

 続いて、275ページをお願いいたします。 
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 ５の加曽利貝塚の魅力向上２億8,000万円ですが、１、史跡等の整備、（２）新博物館の整

備では、事業者選定のためのアドバイザリー業務委託や整備用地の現況測量を行いました。 

 飛びまして、277ページをお願いいたします。 

 ８の図書館管理運営８億4,200万円ですが、１、電子書籍サービス提供として、図書館に来

館することなく自宅などで読書が可能となる電子書籍を拡大いたしました。 

 また、２、図書館システムの更新では、自動貸出機の導入などＩＣＴを活用し、新しい生活

様式に対応したサービスを提供するため、図書館システムを更新いたしました。 

 最後に、９の花見川図書館とこてはし台公民館の複合化４億4,200万円ですが、施設の長寿

命化、利便性の向上を図るため、こてはし台公民館を花見川図書館へ移転させ複合化する改修

工事を行いました。 

 教育委員会の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） ありがとうございました。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 一問一答でよろしくお願いします。 

 それでは、まず最初に、268ページの公立夜間中学設置準備についてです。 

 周知、広報活動の具体的な内容と、今後に向けた課題と予定についてお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 企画課長。 

○企画課長 企画課でございます。よろしくお願いいたします。 

 市政だより等の千葉市の広報媒体に加えまして、生徒募集等のリーフレット及びポスターを

作成いたしまして、公共施設やフリースクール等の関係機関をはじめ、京成電鉄の主要駅やイ

オンの店舗などの民間施設にも掲載に御協力いただいたところでございます。 

 また、夜間中学の存在や役割が市民の皆様の間でより十分に認知される必要があることから、

引き続き多様な媒体を活用して周知、広報に努め、学び直しの支援を必要とする方々に情報を

届けてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございました。夜間中学は不登校などで中学校の授業を十

分に受けられなかった人の学び直しの場でもあります。学ぶ機会がなかった人は、そもそも文

章が読めないという場合があります。また、家から出られず引き籠もっている人たちは、ポス

ターやリーフレットを目にする機会も少ないかと思います。そのような人たちに、も夜間中学

は、いつでも誰でも、どの段階からでも学び直せる場所なんだということが伝えられるように、

映像や音声を使った周知方法、インターネット媒体を使った広報など、様々なやり方で広く周

知していただければと思います。 

 続きまして、引き続き公立夜間中学の質問なんですけれども、給食の提供についての生徒か

らの希望と、今後の予定についてお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 企画課長。 

○企画課長 企画課でございます。 

 開校後の生徒の様子を見ますと、２時間目終了後の20分間の業間休みにおきまして、各自で

持参したパンやおにぎりなどの軽食を取る方もいらっしゃいますけれども、飲物を片手に友人
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と談笑される方、また、自習に取り組む方など、お過ごし方は様々でございます。 

 なお、今のところ生徒から給食の提供を希望する意見は届いておりませんが、今後実施いた

します学校生活アンケートの中で、給食に関する内容も盛り込むことを予定しているところで

ございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。補食給食は仕事などを昼間にしている場合の

生徒たちや、何か昼間に何か用事をした後に来る、休む間もなく直接学校に駆けつける生徒も

いらっしゃると思います。そのような夜間中学校の生徒にとっては、健康上の理由からもなく

てはならないものだと思います。実際、夜間定時制高校では、夜間課程を置く高等学校におけ

る学校給食に関する法律に基づき、給食の提供が図られています。 

 また、東京で７月に行われた全国の夜間中学関係者が集まる勉強会に参加したんですが、そ

の中の卒業生から、給食をクラスメイトと一緒に食べる時間は、人と話すという時間を持てる

貴重な時間であったという発言もあったように、社会性を育む時間でもあることが分かります。

生徒の希望も聞いていただき、いろいろなやり方もあると思います。自分で自由なものを取れ

るようなビュッフェ形式や、パンや牛乳など簡単な食事形式など、いろいろなやり方もあると

思いますので、ぜひ生徒の希望も聞いていただきながら、給食提供を実現していただけるよう

要望します。 

 続いてですが、同じく268ページ、性暴力事案発生時の危機対応チームについてです。 

 何件の事案が発生したのか、具体的にどのような事案があったのかをお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 市立高校で昨年度発生いたしました盗撮事案等２件になります。いずれの案件につきまして

も、危機対応チームが必要な聞き取りを実施した上で、性暴力事案の有無についての判断をし

ているところでございます。 

 なお、詳細につきましては、個人情報の観点からもお答えすることができませんことを御了

承いただければと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。今回の対応を踏まえて防止に生かせるように、

あと、その生徒たちに知らせるときに、被害者はもちろん、そのほかの生徒の不安というもの

もあると思いますので、教職員の方の中で情報の共有を行っていただきまして、生徒たちのア

フターケアとかも丁寧に行っていただければと思います。 

 次に、269ページ、生命（いのち）の安全教育推進に関してです。予算の300万円に比べ決算

額は86万円と、かなり少額になっていますが、その理由についてお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 生命（いのち）の安全教育につきましては、初年度は国のほうから１校50万

円で300万円の予算のほうが下りました。その予算要望時には、国が示した資料を基にして300

万円を見込んで要望しておりましたが、実際には限度額が100万円に減額となったことから、

一部実施内容等を見直して、決算額が86万円になったところでございます。 
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 ただし、実施内容につきましては、やはり子供たちへ専門家の方々からきちんと指導してい

ただいたり、保護者の啓発、そして職員の指導等については、内容等は変えておりません。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） それでは、参加者からはどのような反響がありましたでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 実際に子供たちのほうからアンケートを実施しましたところ、性暴力とは何

かと理解していますかという質問に対して、理解しているとお答えした生徒が事前アンケート

の31.8％に対し、事後アンケートは85.1％に増えているところでございます。子供の権利や自

他ともに尊重される関係性、そして様々な暴力から自分の心と体を守るための予防方法などに

ついての理解が促進されていると認識するところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。ぜひ今後もこのプログラムを続けていただき

たいと思います。なかなか予算的にも一度にたくさんの学校というわけにはいかないと思うの

で、その学校でやっていなくても近隣の学校でやっていた場合に、何人かの先生にプログラム

に参加していただいて、そこで学んだことを所属の学校で生かすというような取組を行ってい

ただきまして、できるだけ多くの先生たち、また子供たちに、様々な暴力から自分の身を守る

力を育成していただければと思います。 

 続きまして、同じページ、専科指導のための非常勤講師の配置についてです。 

 予算の２億7,000万円と比較しまして、決算額は１億8,800万円と少額になっていますが、配

置人数は予定の98人を超え111人の配置が実現されております。決算額を抑えることができた

理由と、今後の配置予定についてお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 専科非常勤につきましては、勤務時間を最大で週５日29時間と想定しているところでござい

ますが、実際の雇用に当たりましては、60歳以上の方、そして40歳代の方が合わせて85％とい

う形での雇用になっておりますので、個別の日数及び時間数を調整して任用しているところか

ら、決算額が抑えられているところでございます。 

 また、人数につきましては、指導時間数に対しまして非常勤講師を実際に２名配置したりす

るなどの調整を行っていることもありますから、当初の予定以上の人数となっているところで

ございます。 

 また、今後につきましては、小学校小規模校における外国語の専科非常勤講師の配置の拡充

に努めるとともに、あと計画にのっとった配置を進めていきたいと考えているところでござい

ます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございました。先生のスケジュール調整の関係から不用額

が発生したということで、理解ができました。また、必要に応じて２人配置できているという

ことで、これからも必要に応じて複数の人員を配置していただきたいと思います。 

 また、新たに教科に外国語を加えたということで、外国語を学ぶ楽しさを子供たちに知って

もらえるような取組にしていただきたいと思います。 
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 引き続きまして、同じページの学校施設の環境整備についてなんですが、私、不勉強で教え

ていただきたいんですけれども、この269ページのところで、給食室冷暖房設備実施設計と設

置工事が計上されているんですけれども、270ページの給食室空調設備整備でも同じ項目が計

上されているようなんですけれども、これは別の事業として行われたものなのでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。 

 実施設計と工事につきましては同じ事業でございまして、次のページのほうは再掲というこ

とになります。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） では、こちらは特に二重になっているというわけではなくて、再掲と

いうことですね。分かりました。 

 あと、給食室のことについてなんですけれども、夏場の苛酷な労働環境を考えますと、給食

室の冷暖房施設の完備は早急に進める必要があると考えます。冷暖房設備が未設置の学校は残

り何校あるのでしょうか。また、その学校の設置工事の予定についてお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育総務部長。 

○教育総務部長 令和４年度末で小学校、特別支援学校、109校中53校が未設置となっており

ます。当初の計画を前倒ししまして整備を進めるということで、令和７年度末までに設置を完

了する予定となってございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） この猛暑の中、さらに調理の熱にさらされるということになりますと、

職員の皆さんが熱中症にかかるおそれもあると思いますので、ぜひ早急に設置をお願いしたい

と思います。 

 次に、270ページの新設校建設についてです。 

 予算の１億1,300万円から、決算額を7,100万円に抑えることができた理由についてお聞かせ

ください。 

○主査（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課です。 

 土質調査におきまして、ボーリング調査を行う箇所の数が当初の計画より減りましたので、

調査委託費が減額となったものでございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。土質調査ということで、この予定地が埋立て

地であり安全性に関わることなので、きちんと行われたのかということで気になりましたので、

御質問させていただきました。当初の想定よりも少ない調査でも、十分な調査ができたという

ことでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課です。 

 この小学校の敷地は、隣接地が市民病院になっておりまして、市民病院のほうでも同様に土
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質調査を行っております。そちらのデータの提供が受けられましたので、こちらの調査件数が

減ったということでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございました。安心いたしました。 

 次に、271ページの不登校対策についてです。 

 スクールソーシャルワーカーからは環境の改善について、学校や教育委員会に具体的な提案

などはございましたでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。 

 スクールソーシャルワーカーから、支援状況につきまして月に１回、教育委員会に報告が入

ることとなっております。その中で、スクールソーシャルワーカーから学校に提案し、具体的

な支援につながった例をお答えします。 

 各区に配置されている子供ナビゲーターにつなげた結果、家庭生活における自立を支援する

ことで、児童生徒が自らの力で登校することができるようになったケースがございます。生活

自立・仕事相談センターへつなげたことにより、保護者の就職に関する支援を行ったケースが

ございます。また、メディカルソーシャルワーカーと連携を図ることで、学校と病院との間で

円滑な情報共有ができるようになったケースがございます。教育センターの家庭訪問相談員と

つなげることにより、学級担任等が児童生徒、保護者と面談ができるようなったというケース

がございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございました。実際に具体的な支援につなげられている事

例を伺い、安心いたしました。スクールソーシャルワーカーの役割としては、その子供に必要

な関係機関との連携ということだと思いますので、その前段階の困難な状況に陥っている児童

を見つけるという部分については、学校で働くどの職員も、気がついたらちゅうちょせずに報

告できるような体制づくりをしていただければと思います。 

 続きまして、同じく不登校対策なんですけれども、家庭訪問カウンセラーの稼働状況はいか

がだったでしょうか。 

 また、家庭訪問により生徒に合った学びの場につなげられた事例はございましたでしょうか、

お伝えください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育センター所長。 

○教育センター所長 教育センター所長の細川です。 

 まず、稼働状況につきまして、令和４年度は２名の家庭訪問カウンセラーが、それぞれ週２

回の勤務で訪問を行いました。派遣対象件数ですが、31件でした。家庭訪問相談の要請件数全

体の26.7％に当たります。実際のカウンセリングの回数ですが、年間552回で１日平均2.8回実

施しております。 

 直接的に学びの場につながった事例としましては、３点ほど挙げられます。まず、一緒に登

校することで自信をつけ、その後、保護者との登校もできるようになったケースがあります。 

 ２点目としては、家庭訪問カウンセラーとの活動の中で一緒に作文等を書いたケース、これ
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を学校に提出できたことで学校への抵抗が減り、卒業式にも参加できたケースがございます。 

 ３点目としては、主に祖父母が子育てをしているケースで、本人だけでなく祖父母の支援も

行いました。本人が登校できた日も祖父母の話を聞くなど支援を続けたために、祖父母の気持

ちが安定し、本人の登校にもつながったケースがございます。 

 それ以外でも、児童生徒、保護者に寄り添い、専門的な支援をすることで、学びに向けた気

持ちの変化等が多くのケースで見られているところです。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。今後もできるだけ多くの御家庭とつながりを

持っていただきたいと思います。家庭訪問を続けていただくことで、その児童のことを思って

いる大人が家族以外にもいること、また勉強したい、何かがしたいと思ったら、いつでも支援

を受けることができるということを焦らずに根気よく伝えていただければと思います。 

 次に、ライトポートについてなんですけれども、徒歩通学以外でライトポートに通う小学生

児童の割合を教えてください。 

 また、徒歩通学と徒歩通学以外で通学している生徒の通学頻度は、それぞれどの程度かお聞

かせください。 

 また、小学生専門の指導員から現場の様子を聞いているかについてもお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育センター所長。 

○教育センター所長 教育センターでございます。 

 まず、通級手段ですが、ライトポートの小学生専用教室への通級手段、令和５年度の９月15

日現在で、正式入級児童32名のうち、ライトポート設置以降、在籍の児童は１名であり、その

ほかの児童は学区外からの通級となっております。 

 通級手段としましては、徒歩、自転車で３名、それ以外に19名となっております。自転車通

級手段による差はなく、皆コンスタントに通っているところです。 

 それから、小学校専用教室の開設に当たり、小学校専門の指導員を対象とした研修を行いま

した。小学生を指導する際のスキルを学ぶとともに、指導員の困り感を共有し、解決方法を考

えるという内容で実施しました。加えて、指導主事がライトポートに定期的に足を運び、通級

している児童の様子を参観し、指導員への聞き取りやフィードバックを行うことにより、より

よい環境になるように努めているところです。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 ライトポートの開所時間というのは何時から何時になりますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育センター所長。 

○教育センター所長 教育センターでございます。 

 スタートは10時からです。でもそれよりも前に、いわゆる朝の会等も行っております。小学

生につきましては、２時半ということになっております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 
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○委員（黒澤和泉君） ステップルームも同じような事業を行っていると思うんですけれども、

ステップルームの開所時間はどうなっていますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。 

 ステップルームにつきましては、それぞれ各校に設置されておりますので、各学校の実情に

応じて、学校によっては朝登校時から開所しているところ、下校まで通級できるところとあり

ますが、お昼等で終わるところもあると聞いております。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ステップルームについてですけれども、在籍校ではないけれども、徒

歩で通えるところにステップルームがあれば、通うということは可能なのでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 現在、ステップルームにつきましては、自校の生徒をステップルームの中で

支援をするという形になっております。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 在籍校には行きたくないけれども、学校には行きたいという子供の受皿がライトポートだと

思うんですけれども、登校が徒歩、また自転車以外は必ず保護者が同伴しなければいけないと

いうことをお聞きしました。これはかなりハードルが高いのではないかと思います。働いてい

る親の場合にライトポートの朝の10時を目指して子供を送って、お昼２時半ぐらいの早い時間

にまた迎えに行かなくてはいけないというのを毎日続けるというのは難しいでしょうし、だか

らといって毎日行きたいという子供に登校を我慢させるというのは、また違うような気がしま

す。 

 先ほど、ステップルームは在籍校だけというお話だったんですけれども、多分在籍校ではな

くて、近くの学校であれば行ってみたいという子もいるのではないかと思いますので、その場

合には徒歩で通える可能性もあるということで、ステップルームでも違う在籍校でもちょっと

通えるようにすれば、徒歩で毎日通える。そして、保護者の負担も減るということになるので

はないかと思いまして、検討していただければと思います。 

 次に、272ページの地域運動部活動推進についてです。実践研究を中学校において行ったと

お聞きしています。どのような成果や課題が認識されたでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課部活動地域移行担当課長。 

○保健体育課部活動地域移行担当課長 保健体育課活動地域移行担当課長の桑田です。よろし

くお願いします。 

 成果としては、生徒からは、専門的な指導を受けられたこと、顧問の教員からは、負担軽減

につながったということ、また課題としては、平日と休日の指導者間の情報共有、連携、また

教員以外が指導することについて、保護者の懸念などが挙げられます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 専門的な指導者に委託して部活動を行うということですけれども、子

供たちがどのような部活動を望んでいるのかということもきちんと調査していただきたいと思
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います。ちょっと体を動かしたい、友人と放課後を一緒に過ごしたいという理由で部活動に参

加している子供に対して、休日の部活動が果たして望まれているのか。また、子供の家庭の経

済状況によって参加できる、できないなどということが起こることのないように配慮していた

だきたいと思います。 

 続きまして、274ページの放課後子ども対策についてお聞きします。 

 予算では放課後子ども教室は84校の予定となっていましたが、68校に減った理由についてお

聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長。 

○生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長 放課後子ども対策担当でございます。 

 予算の段階ではアフタースクールの導入済みの24校を除きまして、全ての小学校で放課後子

ども教室を実施する予定でございましたけれども、コロナ禍による活動自粛の影響によりまし

て、年間を通じて残念ながら一度も活動を提供することができなかった学校がございました。

決算における実績が、それを受けて68校となっております。従来型の放課後子ども教室につき

ましては、活動の提供者はボランティアの方々でございますので、活動自粛もやむを得ない状

況だったと考えております。 

○主査（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。子ども教室を行っているボランティアの現状

について、丁寧な聞き取りを行っていただきたいと思います。ボランティアの皆さんにやる気

があって、また子供たちの満足度も高ければ、もちろんそのまま続けていただきたいと思うの

ですが、やるべきだ、やらなければならないということで無理をしてやっているところがある

のであれば、在り方をもう一度考えていただく必要があるのではないかと思います。 

 ただ、地域の大人が子供たちに関わる機会をつくるということは、この事業の狙いの大きな

ところでもあると思いますので、特別な活動をしなければならないということではなくて、子

供たちがいる場所に一緒にいて、話を聞いてあげたり、様子を見て気になる子供がいれば、少

し話を聞いてあげたりするという形でもいいのではないかと思いますので、そこら辺の地域の

大人が無理なく参加できるような事業の在り方を考えていただければと思います。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○主査（渡辺 忍君） ほかに御質疑ございますか。段木委員。 

○委員（段木和彦君） それでは、一問一答でお願いいたします。よろしくお願いします。 

 初めに、268ページの教育総務部、新型コロナウイルス感染症対策について伺います。 

 やはり令和４年度はこのコロナ対策、本当に大変だったと思います。教職員の先生方も、大

変御苦労されたと思っております。教育職員の負担については、実際にどのようなものであっ

たと捉えているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 学事課長。 

○学事課長 学事課長の長谷川でございます。 

 感染防止対策の徹底を図るため、子供たちの健康観察に細心の注意を払うこと、これまでな

かった分散登校時の対応やオンライン学習、消毒作業や換気の徹底のほか、感染状況の報告書

作成など、多くの負担がありました。 

 また、学校現場では感性不安や、感染した児童生徒の心のケアに多くの時間をかけて対応い
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たしました。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。すごく現場で御苦労されたというのをよく聞

いておりまして、そうした中でスクールサポートスタッフについては大変助かっているという

声も現場からお聞きしておりますが、今後どのようになるのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 スクールサポートスタッフにつきましては、教員の負担軽減につながっていると、学校から

非常に高い評価を得ているところでございます。令和４年度は全市立学校への配置を堅持いた

しました。今後は国の動向を見つつ、全市立学校への配置、そして学校規模に応じた適切な配

置時間の検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。多分現場ではそういう欲しいという声が、大

変よくお分かりだと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

 次に、３番、これは物価高騰対策で行われたんですが、物価高騰は今でもある程度続いてい

るんですけれども、今後の支援についてはどのように進めるのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課学校給食担当課長。 

○保健体育課学校給食担当課長 学校給食担当課長、渡邊でございます。 

 保護者への学校給食費支援につきましては、引き続き今年度は食材料費の高騰分を保護者の

皆様に転嫁することなく、公費により高騰分を負担し、これまでどおり栄養バランスや量を保

った学校給食を提供できるようにしております。 

 来年度につきましては、予算編成過程において、対応について検討してまいります。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 生涯学習振興課でございます。 

 公民館や生涯学習センターなど、指定管理施設の運営費の上昇分につきましては、指定管理

者のリスク分担、リスク負担とされており、契約金額の範囲内で対応していただくことが基本

でありますが、今後の支援につきましては、国や他市の状況、諸情勢などの指定管理施設の経

営に当たる影響などを注視して検討してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。今また天候によりまして価格がすごく高騰し

たり、下がったり、すごく大変なところだと思いますので、ぜひそこら辺の動向を見ながら、

支援のほうをよろしくお願いいたします。 

 次に、公立夜間中学設置準備について伺います。 

 個別相談会というのが行われたと伺っているんですけれども、これにはどのくらいの参加者

があり、またどのような相談があったのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 企画課長。 

○企画課長 企画課でございます。 
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 昨年度の個別相談会の参加者につきましては、合計10名の方が参加いただきました。参加者

からは、入学要件を満たしているのか、また仕事と学業を両立して通うことが可能かなどの相

談を多く受けていたところでございます。個別相談会を通じて夜間中学への理解を深め、入学

に向けた不安が解消されるように努めるとともに、入学願書などの書類作成の補助なども行い

まして、大変好評でございました。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。これはすごくいいことだと思いました。 

 次に、個別相談窓口を開設したと伺いましたが、その効果についてはいかがでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 企画課長。 

○企画課長 企画課でございます。 

 昨年、令和４年８月から個別相談窓口を開設いたしまして、延べ113件の利用がございまし

た。入学要件の確認、学校概要の説明等を行うことで、夜間中学に対する理解が進んだと考え

ております。特に入学希望者には、夜間中学の入学までのスケジュールや手続に加えまして、

時間割などの１日の過ごし方をお伝えすることで、学校生活を送る上での不安解消につながっ

たと考えております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。相談会も窓口開設も、本当によく知っていた

だくにはいいことだと思います。 

 次に、令和４年度の決算から少し進んでしまうんですが、学校説明会や令和６年度生徒募集

に向けて、新たに行ったオープンスクールの様子はいかがだったでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 企画課長。 

○企画課長 企画課でございます。 

 今年度の学校説明会は、ちょうどおとといの土曜日に、第１回を開催させていただいたとこ

ろでございます。令和４年度、昨年度の学校説明会につきましては、市内各区６か所で開催い

たしまして、合計81名の方々に参加していただきました。 

 説明会におきましては、学校概要の説明や施設等の紹介、また入学願書等の書き方や提出の

仕方などを説明いたしました。また、加えて希望者には個別に質疑応答や書類作成の補助を行

いました。入学希望者支援者をはじめ、多くの方々に御参加いただきまして、学び直しのニー

ズを再認識することができたものと考えております。 

 また、開校後の今年８月24日に開催いたしましたオープンスクールにつきましては、学校や

施設の紹介に加えまして、学習体験として、模擬授業の体験もしていただきました。参加者は

８名と必ずしも多くはありませんでしたけれども、参加してよかったなどの声をいただいてい

るところでございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。 

 この公立夜間中学校開校によって、様々な方が学ぶ機会を得たことは、大変評価させていた
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だいております。今後は、さらに多様な学びの一つの場として、先ほど黒澤委員からもござい

ましたけれども、不登校児童が学ぶことも視野に入れ、また学校生活を充実させるための支援

を広げるなど、ますますの充実をお願いいたします。 

 続きまして、性暴力事案発生時の危機対応チームについてと、生命（いのち）の安全教育推

進についてはつながりがあると思いますので、続けてお願いいたします。 

 こちらの危機対応チームの事案発生時の役割分担と対応についてはどのようになっているの

か、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 性暴力発生時には、とにかく子供を守ることを第一に、学校、教育委員会等が役割分担をし

ながら対応することとなっています。具体的には、子供への聞き取りは児童相談所、そして関

係職員の聞き取りを、弁護士等を構成員とする危機対応チームが行うことで、学校は被害児童

はもちろん、全ての子供たちへの支援を集中的に行うことで役割分担をしているところでござ

います。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。 

 事案発生時、あと、また一つの役割分担の中で、現場の教職員の先生方への周知状況につい

てはどのようになっているのか。また、事案発生時の教職員の対応フローなどは確立している

のか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 今お話しましたように、学校、教育委員会、関係機関の役割等を図示しました子供を性暴力

から守る仕組み概念図のほうを作成いたしておりますので、これを全職員に周知するとともに、

研修を通して理解促進を図っているところでございます。 

 また、事案発生時には、とにかくこの初期対応が重要になりますことから、性暴力発生時の

対応フローを作成いたしまして教職員に周知しているほか、また児童生徒から相談を受けた際

の聞き取りも非常に重要になるところでございますから、外部有識者によるＲＩＦＣＲ研修を

実施する等、理解促進を図っているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 続きまして、関連して生命（いのち）の安全教育推進なんですけれども、生命（いのち）の

安全教育推進のためには、どのような取組を行っているのか、またその内容についてお聞きい

たします。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 千葉市は、毎年４月を生命（いのち）の安全教育月間といたしまして、性の人権教育の取組

として、全児童生徒に、プライベートゾーンや子供の権利について指導するとともに、令和４

年度は文科省の学校等における生命（いのち）の安全教育推進事業を活用する等、発達段階に

応じた生命（いのち）の安全教育を実施してまいりました。 
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 今後も、子供たちが自分の命を大切にし、性暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にもな

らないための教育啓発を継続して実施していきたいと考えているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。今後、性暴力根絶に向けて、どのような取組

を進めているのか、最後に伺います。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 本年４月に大学教授、弁護士、精神科医等を構成といたします千葉市児童生徒性暴力防止対

策検討委員会を設置いたしました。これは全国初の取組となっているところでございます。本

検討委員会は、教育委員会から独立した第三者機関に位置づけられており、これまでの取組状

況等を調査、審議した上で、より実効性のある対策について答申していただくとともに、事案

発生時には必要な調査を行った上で、再発防止についての提言をいただくことになっていると

ころでございます。 

 今後も、子供への性暴力を根絶するため、着実かつ効果的な取組を一層推進し、あらゆる暴

力のない安全・安心な学校づくりを進めてまいりたいと考えているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。 

 この生命（いのち）の安全教育推進とか、性暴力については昨年、実は一般質問を昨年の第

４回定例会で行わせていただきまして、大変詳しく教えていただきまして、ありがとうござい

ました。性暴力の根絶を目標として、この生命（いのち）の安全教育が充実してきたことにつ

いては、大変評価させていただきます。 

 また、実際に子供たちへ浸透するように継続することが重要だと考えております。生命（い

のち）の安全教育へ引き続き取り組むとともに、包括的性教育への取組も視野に入れて、保護

者や地域全体に広げるよう、お願いを申し上げます。 

 続きまして、専科指導のための非常勤講師の配置について伺います。 

 先ほども少し黒澤委員からも聞いていただいたんですが、こちらにつきまして必要となる資

格、免許はどのようなものがあるのか、また、どのような経歴の方がいらっしゃるのか、お伺

いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 小学校の教員免許または中学校の音楽、美術、家庭科、保健体育、英語の免許を取得してい

る方が対象になっているところでございます。 

 また、どのような経歴の方がという御質問でございますが、40代の方がおよそ20％、これは

ある程度子育てが終わって、そしてまたもう一度再度教員を目指す方、そして、60歳以上の方

が65.1％と、やはり元教諭で子供たちに指導を行いたい方という方々がおりますので、この

方々を人材として、教育職員課として今確保しているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 それでは、この効果についてはどのように評価しているのか、お伺いいたします。 
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○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 この専科指導のための非常勤講師の配置に関する調査をいたしましたところ、専門性を有す

る教員の指導により深い学び、学習意欲の向上、そして学力向上につながっている。そしてま

た、多面的に児童を支えることができ、生徒指導にも高評価を得ている等の先生方からの回答

を得ているところでございます。 

 また、児童からも、今まで思いつかなかったことが絵で表現できるようになりましたとか、

そして、先生の授業が分かりやすかったから裁縫やお料理が上手にできるようになりましたと

か、たくさんの先生に専門的なことを教えてもらって学校が楽しくなったというような形の高

評価を得ているところでございます。 

 また、働き方の観点からでも、教材研究の時間が確保することができると、そして空き時間

があることで心のゆとりができた等、担任の先生の業務負担にもつながっているとの声も多く

聞かれているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。御答弁から、すごく効果があったこと、あ

とまた、現場の先生がやはり負担軽減になったということが一番かと思っております。ぜひ続

けていただければと思います。 

 続きまして、学校教育部の事業について伺わせていただきます。 

 初めに、高等学校及び特別支援学校高等部、ＧＩＧＡスクール構想についてお伺いいたしま

す。 

 この事業については、私もすごく興味を持っているというか、すごく応援している事業なん

ですけれども、この構想の実現によりまして、高等学校及び特別支援学校高等部の授業は、ど

のようにこれからも変わっていくのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 教育改革推進課長。 

○教育改革推進課長 教育改革推進課でございます。 

 まず、高等学校についてお答えいたします。 

 これまでの教育実践とＩＣＴを組み合わせることで日頃の授業の質を向上させ、教師、生徒

の力を最大限引き出す授業に変わっていくものと考えております。市立高等学校につきまして

は、主に３点あると考えております。 

 １つ目は、一人一人の考えをお互いにリアルタイムで共有し、双方向で意見を交換する協働

的な学びが１点。そして、２つ目に、インターネットなどを用いました調べ学習や、写真、音

声、動画などを用いた多様な資料、作品の制作など創造を育む教育。そして、最後に３点目と

して、一人一人の興味関心や到達度などの教育的ニーズ、学習状況に応じました知識、技能の

習得などに効果的な学習、これらによりまして一層充実していくものと考えております。 

 高等学校については以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。 

 特別支援学校高等部について御説明いたします。 

 教科指導や情報活用能力の育成に加え、障害による学習上、または生活上の困難を改善、克
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服するための自立活動においては、端末の表示変換機能、拡大して表示をする等の機能ですと

か、発話の見える化機能、音声を認識して文字を表す等の機能、こういったものを使用するな

ど、理解や意思表示を支援することで、生徒一人一人の教育的ニーズに応じた効果的な指導を

見込んでおります。 

 さらに、教科の調べ学習や内容のまとめだけでなく、進路学習やキャリア教育など、卒業後

の生活を見通した学習や、また遠隔授業による他校との交流及び共同学習での活用など、より

一人一人の強みや関心を生かした学びの展開も見込んでおります。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。どちらもすごく、高等学校でも、特別支援学

校でも、特に特別支援学校で効果があると感じております。 

 次に、教科別に伺いたいんですが、これまでの学び方との違いについてお伺いできればと思

います。 

○主査（渡辺 忍君） 教育改革推進課長。 

○教育改革推進課長 教育改革推進課でございます。 

 高等学校について、まずお答えいたします。 

 高等学校につきまして具体的な事例としましては、例えば、国語や英語、体育におきまして

は、これまで音読やスピーチなどを１度行いましても、改めての見直ししての改善が難しかっ

たところであるんですけれども、今回端末を活用いたしまして、録画機能を活用して発表やス

ピーチ、運動している自分自身の姿を録画することで、見ることが難しかった自分自身の姿を

確認することができます。この点、生徒のニーズに合った方法、例えば、スロー再生やＺｏｏ

ｍなどを通じまして、自分の課題を見つけて改善することができます。 

 また、レポートなどを書く際におきまして、文書作成ソフトで書くことで、校閲機能を用い

て推敲したり、データをほかの生徒と共有したりすることもできます。 

 また、理科の授業におきましては、観察、実験を動画などで記録することで、繰り返し何度

でも現象を観察することができ、考察を深めることができます。 

 また、観察実験のレポートやプレゼンテーション資料などに写真やグラフを挿入し作成する

ことができます。 

 高等学校については、以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。 

 特別支援学校高等部の端末の活用方法についてでございますが、作業学習においては、やは

り学習活動の撮影、視聴による作業工程や取組、成果等の確認を通しまして、自身の学習理解

度の的確な把握につなげることができております。 

 職場実習におきましては、実習内容や、また実習場所への経路等の検索情報を使った効果的

な計画立案が望めます。 

 教科学習におきましては、音楽の曲制作アプリ等の使用により、自分なりの思いや考えを表

示することができるなど、多様な場面で個別最適な学びを促進することができます。 

 さらに、職場実習報告におけるプレゼンテーションや教科学習等での発表、意見整理、共同
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制作といった際に活用するなど、端末を用いて協働的な学びを促進することもできます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。教科別にきめ細やかに御答弁いただきまし

て、ありがとうございます。 

 こちらにつきましては、さらに可能性を広げていただきたいというところがありますので、

ぜひ予算のほうもこれからもどんどん、どんどんというとあれですけれども、使っていただき

ながら、可能性を広げていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、不登校対策について伺います。 

 こちらの拡充された中の統括スーパーバイザーの対応時間拡充なんですけれども、こちらに

よるメリットについて、また令和４年度に対応された事例にはどのようなものがあったのか、

お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。 

 統括スーパーバイザーは、各校に配置しておりますスクールカウンセラー及び管理職に対す

る助言等に加えまして、教育委員会内の指導主事が対応している事案に対して、心理的な視点

からの見立てをしましたり、対応方法等の協議に応じたりしております。 

 対応時間拡充によるメリットといたしまして、やはり助言や見立ての機会が増えるとともに、

より多くの緊急事案に対応することができるようになりました。 

 令和４年度の対応事例ですが、児童生徒が大きな事故に巻き込まれる等、緊急事案や重大性

のある事案に、緊急支援として学校等に赴きまして、当該校の児童生徒、教職員に対しての心

のケア等を実施しまして、心の安定を図りました。 

 事案の詳細については、個別事案のため回答できませんことを御了承ください。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。大変効果があるものだと思いますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

 同じく、この中の新規事業でライトポートへのスクールカウンセラー配置がありますが、こ

れによって改善された点がありましたら、お示しいただければと存じます。 

○主査（渡辺 忍君） 教育センター所長。 

○教育センター所長 教育センターでございます。 

 ライトポートに通級する児童生徒ですけれども、様々な状況や背景がございます。ですので、

配置されたスクールカウンセラーは、その状況に応じて理解した上でカウンセリングの対応を

行っているところです。 

 それから、定期的、継続的にカウンセリングを行うことで、児童生徒の精神的な安定にもつ

ながっているところです。 

 また、スクールカウンセラーですけれども、ライトポートの指導員への対応の仕方等につい

てアドバイスを行うことで、より適切な支援につながっているというところでございます。 

 以上です。 
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○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 次に、同じくライトポートの、一番下の指導員の配置についてなんですけれども、小学生へ

の支援を専門的に行うと先ほど御説明でもいただいたんですけれども、配置した背景について

お伺いできればと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 教育センター所長。 

○教育センター所長 教育センターでございます。 

 これまでの不登校の状況ですが、多くは中学生でありました。ですので、ライトポートにつ

いても、中学生の通級を想定して整備を行ってまいりました。ですが、その後、先般の所管事

務調査でもお話ししたとおり、不登校の低年齢化が進みまして、小学生の通級希望者が増えて

まいりました。ですが、中学生と一緒の活動に難しさを感じてしまいまして、入級に至るケー

スが多くありませんでした。 

 そこで、小学校の発達段階に合わせた支援をすることを目指して、小学生の支援に特化した

指導員を配置するということにいたしました。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） 大変よく分かりました。ありがとうございます。 

 こちらの不登校支援につきましては、メディアとかでも報道されているんですけれども、や

はり増え続けていまして、千葉市においても喫緊の課題であると考えております。引き続き教

育センターを中心に、多様な施設で取り組むことが求められており、さらなる充実が必要だと

考えております。 

 また、学びの多様化に対する学校の設置をはじめ、フリースクール等の連携のための協議会

設置や、不登校児童生徒への補助金交付についても御検討いただきますよう、どうぞお願いい

たします。 

 続きまして、特別支援教育指導員の配置についてでございます。 

 特別指導員、教育指導員は充足しているのか、また、あるいは不足しているのか、現時点で

のお考えをお伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 養護教育センター所長。 

○養護教育センター所長 養護教育センターでございます。 

 前期後期で44名ずつ特別支援教育指導員の配置を行っておりますが、毎回申込みは80校前後

あります。その中から、緊急性の高い44名に配置を行っております。約半数の学校に配置がで

きていないことから、不足していると認識しております。人数の拡充については、今後も検討

してまいります。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。現場のお話ではそのように聞いております。

よろしくお願いいたします。 

 次に、特別な支援が必要な子供の就学に関する相談会などが行われているのか、お伺いいた

します。 

○主査（渡辺 忍君） 養護教育センター所長。 
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○養護教育センター所長 養護教育センターでございます。 

 特別な支援が必要な子供の就学説明会を年２回実施するとともに、特別支援学級及び特別支

援学校への入級や、通常の学級へ就学後の支援について、養護教育センターにおいて個別相談

を行っております。一人一人の能力や特性を伸ばすことができる進学先の選択が可能になるよ

う、小中学校及び特別支援学校の状況や、就学後の支援について説明をしております。 

 また、子どもルームや放課後デイサービス等の利用についても、情報提供を行っております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。大変手厚く行っていただいていることが分か

りましたが、さらにこちらにつきましては、充実していただけますようお願いいたします。 

 それでは次に、生涯学習部の事業についてお伺いいたします。 

 初めに、放課後子ども対策についてなんですが、アフタースクールが導入、拡大されていく

中で、体験プログラム、活動プログラムの充実や、ＧＩＧＡタブによる宿題、自主学習に対応

できる環境整備については順調に行われているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長。 

○生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長 放課後子ども対策担当でございます。 

 アフタースクールにおきましては、体験プログラムを通じた地域との連携を推進しておりま

す。施設ごとに進捗に差はございますけれども、地域の方々が参画していただいたプログラム

の提供回数は着実に伸びておりまして、スポーツ、工作、芸術、レクリエーション等々、子供

たちに多様な体験の機会を提供していただいております。 

 また、ＧＩＧＡタブによる宿題、自主学習への対応につきましては、当初の想定よりやや遅

れてしまっているんですけれども、２月の末をめどにＷｉ－Ｆｉ環境整備を完了することがで

きるよう進めておるところでございます。 

 今後は、こども未来局とも連携いたしまして、アフタースクール、子供ルームでＧＩＧＡタ

ブをどのように使用するかというルールのほうを検討してまいりたいと考えております。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。ぜひこども未来局とも連携して、御検討いた

だければと思います。 

 次に、アフタースクールの導入が困難と見込まれる学校があると伺っているんですけれども、

今後の対応についてはどのような形になるのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長。 

○生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長 近隣地域において、マンション開発等の影響が

ございまして、アフタースクールの導入が当面困難と見込んでいる９つの学校につきましては、

放課後子ども教室の企画運営の部分を民間委託し、地域のボランティアですとか、保護者の負

担を軽減しつつ、子供たちの体験活動の機会を確保することとしております。 

 今年度は新宿小学校におきましてモデル事業に着手しておりまして、児童や保護者のニーズ

の把握ですとか、学校との調整を行ったところでございまして、10月以降、おおむね週１回ペ

ースで地域や保護者の参画も得ながら、多様な体験活動の機会を提供してまいる予定です。来

年度まで新宿小学校でモデル事業を行いまして、効果や課題を検証いたしまして、令和９年度
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までに順次、ほかの８校にも展開していく予定でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 同じくアフタースクールについてなんですけれども、アフタースクールと放課後子ども教室

についても伺います。地域との協議というのはどのようにされているのか、あるのか、お伺い

いたします。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長。 

○生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長 今年度からアフタースクールの関係者、それか

ら放課後子ども教室の関係者、それから当課におきまして、放課後地域連携担当者会議という

ものを立ち上げました。好事例の共有ですとか、意見交換等を行っておるところでございます。 

 さらに今後は、アフタースクールに今年度から配置しております地域連携担当職員という職

員がおりますので、これを中心といたしまして、例えば、学校支援地域本部でありますとか、

自治会等々の各種地域団体との連携を図るなど、地域ごとの実情に応じてつながりを広げてま

いりたいと考えております。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。本当に地域のつながりは大事だと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次に、アフタースクールと放課後子ども教室、子どもルーム、また、千城小の放課後見守り

事業を踏まえまして、今後どのように展開していくお考えか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長。 

○生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長 今後は、昨年度末に策定いたしました第２期の

放課後子どもプランに基づきまして、子どもルーム、それから放課後子ども教室がアフタース

クールに集約されていくこととなります。子どもルームが果たしてきた安全・安心な居場所、

それから健全育成の場と、こういった役割を継承するために、こども未来局とも密接に連携し

ながら、質の確保、向上を図るとともに、放課後子ども教室が培ってきました地域や保護者と

のつながりを継承するために、地域の参画を推進してまいります。 

 なお、千城小学校につきましては、放課後見守り事業という形で、毎日の居場所を提供して

おりまして、在校児童の多くに御利用いただいているところです。児童数が極めて少ない状況

が続いておりますので、現時点でアフタースクールの導入ということは想定しておりませんけ

れども、引き続き児童や保護者のニーズに対応してまいります。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。やはり地域との交流も大切にしながら、体

験が広がっていくということは、すごく大切なことだと思っております。しかし、当事者であ

る子供の声をしっかり聞きながら、子供たちが安心していられる居場所としての拡充をぜひお

願いいたします。 

 続きまして、公民館管理運営について伺います。 

 こちらは決算だけという形にはならないんですけれども、公民館の管理全体について伺いた

いんですが、公民館の設置基準についてお伺いいたします。私の認識では、各中学校区に１館

と認識していたんですが、現在はどのような基準になっているのか、お伺いいたします。 
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○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 千葉市公民館管理規則におきましては、各公民館の所管区域を定めてお

ります。１中学校区に１館を基本として公民館を設置しております。ただ例外的に、複数の中

学校区を所管区域とする公民館もございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 これは緑区のお話になりますけれども、私どもの会派の人がちょっと頼まれた部分もあって、

おゆみ野中学校区には公民館が設置していないと、その上で公的な施設が足りていないという

声を聞くことがありますけれども、それについて御見解があれば伺いたいと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 おゆみ野南中学校区、泉谷中学校区、有吉中学校の地域の方たちにおき

ましては、おゆみ野公民館とおゆみ野ふれあい館を御利用いただいております。 

 なお、おゆみ野公民館につきましては、多くの方々に御利用いただけるよう、通常の公民館

の面積の２倍の規模で建設しております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。２倍の面積でということでやっていただいて

いるようなんですけれども、私どもの会派から出た話では、現地では公的な施設が借りられな

いという声も出ているようなので、ただ、調整すればうまくいくかと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に、275ページの科学教育推進について伺います。未来の科学者育成プログラムや理科教

育活性化の参加者の年代についてお伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 未来の科学者育成プログラムにつきましては、市内在住・在学の中学１

年生から高校３年生が対象でございます。このほか小学校３年生から６年生を対象としたジュ

ニア世代、また公民館やいきいきセンター、いきいきプラザで実施しているんですが、60歳以

上を対象としたシニア世代のプログラムもございます。 

 理科教育活性化事業につきましては、中学校科学関連部活動に在籍されている生徒が対象で

ございまして、現在14校に科学部は設置しております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員に申し上げます。残り９分となっておりますので、まとめて

いただきますよう、お願いいたします。 

○委員（段木和彦君） 分かりました。 

 ありがとうございます。こちらのほうのプログラムは大変評価しております。60歳以上を対

象としたシニアのプログラムもやるということですので、私も時間があるときに参加できれば

と思います。 

 次に、令和４年度の科学部活性化事業では、どのような事業が行われたのか、お伺いいたし

ます。 
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○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 素粒子と宇宙の不思議をテーマとしたプラネタリウム特別講演会、はや

ぶさⅡのプロジェクトリーダーによるオンライン特別講演会などを実施しております。 

 また、科学部同士の研究内容を発表し合います科学部交流発表会、サイエンスクラブアセン

ブリーを毎年11月に実施しております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。この科学に関する教育については、やはり進

めていくべきだと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。 

 次に、加曽利貝塚の魅力向上について伺います。グランドデザインは現在どのように進めら

れて、どのあたりまで進められているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課長。 

○文化財課長 文化財課でございます。 

 グランドデザインにつきましては、平成31年２月に策定いたしまして、以降、来場者の皆様

の利便性の向上を目的とした第１期史跡整備を進めてまいりました。具体的には、解説板の再

整備や、北貝塚住居跡群観覧施設の耐震化等、展示観覧環境の改善等を行い、また本年４月で

ございますが、休憩施設かそりえの供用を開始いたしました。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 

 集客をすることが目的なんですけれども、集客の目標については、どのような層をターゲッ

トにしているのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課長。 

○文化財課長 ターゲットでございますが、市民の皆様から観光客から、それから国内外の研

究者まで、年齢層といたしましては子供から大人、高齢者まで幅広い層をターゲットとしてお

ります。あとは、さらに各種団体、施設等と連携いたしまして、博物館への関心が薄い方々な

ど、新たな層の開拓にも努めてまいりたいと存じます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。令和４年度も大変いろいろなイベントが行

われて、来館者が大変増加したと伺っておりますので、ぜひこうしたイベントをやりながら、

今おっしゃられましたように、これまで興味のなかった方々も招き入れられるように、周知の

ほうをお願いいたします。 

 続きまして、文化財保存活用地域計画作成について伺います。文化財保存、活用の地域計画

の位置づけについてはどのようなものでしょうか、お願いします。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課長。 

○文化財課長 文化財保存活用地域計画でございますが、これは文化財保護法に規定されてお

りまして、当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画でございま

して、市町村の教育委員会が作成し、文化庁長官の認定を受けるものでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。 
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 こうした計画に伴うイベントなどは行われたのか、お伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課長。 

○文化財課長 イベントにつきましては、本年２月に地域に残る文化財と、それにまつわる歴

史ストーリーを紹介する市民講座を異なるテーマで３回にわたり開催いたしました。この講座

におきましては、115人の市民の皆様の御参加をいただきまして、そこでは文化財保護活用地

域計画の趣旨及び市民の皆様と共に計画を策定していくことなどの御説明をさせていただきま

した。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） こうした文化財の保存、活用については、大変地道な作業などもある

と思いますが、大変大事な事業だと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、図書館管理運営について伺います。電子書籍サービス提供の評価についてお伺いいた

します。 

○主査（渡辺 忍君） 中央図書館情報資料課長。 

○中央図書館情報資料課長 中央図書館情報資料課でございます。 

 図書館に来館せずに書籍を借りることができるようになりまして、スマートフォンやパソコ

ンで読書を楽しめる環境が提供できたことから、図書館サービスにおける利便性向上が図られ

たものと評価しております。 

 なお、令和４年度の提供電子書籍数は、令和３年度と比較しまして約2,300点増加し、利用

者数につきましては、約２万8,000点増加しております。市民の読書活動の支援につながって

いったものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） 御答弁から、大変効果があったものと感じました。 

 次、システム更新のメリット、デメリットについてお伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 中央図書館管理課長。 

○中央図書館管理課長 中央図書館管理課でございます。 

 今回のシステム更新でございますが、メリットといたしましては、千葉市図書館のホームペ

ージにおきまして、緊急時に職員が自ら迅速に記事をアップできる緊急アナウンス機能を追加

いたしました。 

 また、デメリットといたしまして、機器の入替え期間中に貸出しサービスを停止するという

ことが発生しましたため、市民の皆様には大変御不便をおかけいたしました。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。大変メリットがあったと、デメリットはこ

れしようがないことなので、そんなにデメリットという感じではないかと思います。 

 次に、千葉市史デジタル化での利用状況についてお伺いいたします。 

○主査（渡辺 忍君） 中央図書館情報資料課長。 

○中央図書館情報資料課長 中央図書館情報資料課でございます。 

 千葉市史を掲載しています千葉市地域情報デジタルアーカイブサイトへのアクセス件数につ
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きましては、令和３年度が４万699回、令和４年度が９万2,410回となっておりまして、このよ

うに利用が拡大している状況が見られます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。これは本当にもっと皆さんにどんどん活用し

ていただきたいと思いますので、さらなる周知をお願いいたします。 

 最後に、花見川図書館とこてはし台公民館の複合化についてお伺いいたします。 

 まず、複合化によって改善された点と、それに対する地域からの評判についてお伺いいたし

ます。 

○主査（渡辺 忍君） 中央図書館管理課長。 

○中央図書館管理課長 中央図書館管理課でございます。 

 複合化によりまして、公民館利用団体の図書館利用ですとか、図書館主催のおはなし会を公

民館で開催するなど、相互利用の促進が図られ、より一層のサービス機能の提供が可能となっ

たと思います。 

 また、地域からの評判、評価でございますが、利用者からは、施設全体が明るくなったとい

った声ですとか、また、まちの中心部にあり、バス停が近く集まりやすくなりましたといった

声、また車椅子利用者の方からは、エレベーターもあり、また多機能トイレもできて安心して

いるといった声も聞かれております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。私も地元ですので、たまに行ってみるんで

すけれども、今御答弁いただいたように評判がすごくよくて、これはすごくよかったと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） ほかに御質疑ありますか。森山委員。 

○委員（森山和博君） 一括でお願いします。 

 １番目が、教育総務部からです。 

 まず、268ページの公立夜間中学設置準備の項目ですが、これは令和５年４月に開校できた

ことを評価しております。今後は、不登校児童生徒も受け入れられることを視野に入れていた

だくことを検討していただくことを要望したいと思っております。 

 次に、主要施策の成果説明書の269ページ、専科指導のための非常勤講師の配置についてで

すけれども、学校における働き方改革につながることを期待しております。この配置により、

学級担任がどの程度児童に向き合えるようになったのか、教材の準備の時間などの確保があっ

たというコメントがありましたけれども、この取組をやったことで定量的な成果、時間が分か

るのか、それとも人数で言えるのか、そういうものがありましたらお示しください。併せて今

後の目標もお聞かせいただきたいと思います。 

 関連して、２つ目が、先日、文部科学省の諮問機関の中央教育審議会から、教員の働き方改

革に関する緊急提言が出たと思います。この提言の中では幾つか指摘されているポイントがあ

ります。そのうち４点ですが、令和４年度の千葉市の状況を確認したいと思います。 
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 １点目が、全ての学校で授業時間を点検することを、国基準より多いか少ないかを見てくだ

さいという指摘があったかと思うんですけれども、千葉市の現状はいかがでしょうか。 

 ２点目が、運動会や入学式、卒業式といった慣例的な部分の時間削減が提言には盛り込まれ

ておりました。コロナを経ることで、こういう部分は行事運営の簡素化とか省力化を、コロナ

禍を乗り越えるためにされたことかもしれませんけれども、これをよく考えてみると、そのよ

うしても大丈夫だという考えもあるのではないかと思いますので、過剰になっていた部分の見

直しが図られるんではないかなと期待しております。令和４年度のコロナ禍対応の標準的な取

組、このコロナ禍対応を標準的な取組にすべきと考えますけれども、今後のお考えをお聞かせ

ください。 

 ３点目が、ＩＣＴの活用も指摘されておりました。これは授業の中身ではなくて、校務の効

率化の部分についての指摘だったと記憶しております。そういう校務の効率化について、令和

４年度の評価を確認したいと思っています。昨今では生成ＡＩの取扱いについても言われてお

りますので、こういう最新の取組を踏まえて、どのようにお考えかお聞かせください。 

 ４点目が、保護者の過剰な要求に、組織的にきちっと対応すべきであるというような指摘も

ありました。教育委員会などの支援体制を構築することについても、国は応援したいというよ

うなことが書かれておりましたので、千葉市も今はどういう状況なのかと、お聞かせいただけ

ませんか。 

 次に、項目が変わりまして、２番目に、学校教育部から、ＧＩＧＡタブ構想について伺いま

す。 

 １人１台端末を配置するＧＩＧＡタブですが、主要施策の成果説明書271ページ、高等学校

及び特別支援学校高等部ＧＩＧＡスクール構想の実現の１億円の起債を見ますと、これで小中、

高等学校、特別支援学校まで展開できたと認識しております。 

 １つ目に、このことでＧＩＧＡスクール構想の展開については、どういうステージまで来て

いるのか、千葉市全体構想に対してどのような状況なのか、お聞かせください。 

 ２つ目は、先ほどの委員の中では、高等学校、特別支援学校のＧＩＧＡタブの使用状況は確

認できましたが、小学校、中学校はどのような状況なのかと、お聞かせください。 

 特に有効活用としては、先ほども少しありましたが、みんなで協議するような学びに活用す

ることや、創造性を育む教育、さらには１人１台端末ですので、個別学習の充実などが考えら

れますと、そういうことを踏まえて、小中学生の本市の活用状況をお聞かせいただきたいと思

います。 

 ３つ目に、ＧＩＧＡタブもある程度入ってきますと、更新時期を迎えると伺っております。

この更新時期というのは小中学校、そして今、高等学校、また高等特別支援学校が入ってくる

となると、更新時期がずれているという、このサイクルをどのように整理されているのか、更

新時期や予算措置についてお聞かせください。 

 次に、３番目に不登校対策でございます。 

 こちらは代表質疑でも取組を確認させていただいたところでございますが、主要施策の成果

説明書271ページの３の不登校対策、ここにある１から４のスクールカウンセラー配置、スク

ールソーシャルワーカー配置、家庭訪問カウンセラー配置、ライトポート指導員配置など、専

門人材について伺いたいと思います。 
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 このそれぞれの人選がすごく大事だと思うんですけれども、その資質をどのように担保され

ているのか、お聞かせください。 

 新規の家庭訪問カウンセラーの配置で、先ほど他の委員からは相談件数、内容、成果等を伺

うことができました。非常に効果があると私は認識しましたので、今後ここは拡充していくべ

きだと思いますが、今、現時点で相談待ちになっていないのか、この辺の状況を、先ほど頻度

は御紹介いただきましたけれども、それがタイトになっていないか、お聞かせいただきたいと

思います。 

 ４つ目のライトポートの指導員配置は、配置指導員は特にどういう効果を、この辺が見えな

いので、その指導員の業務というか、その成果をお聞かせください。 

 次に、不登校対策に関連して、これも代表質疑でお伺いしましたが、フリースクール等にお

ける活動や通所の支援ですけれども、活動費、通所等を助成しているということですけれども、

具体的にどの程度の金額なのか、令和４年度でどういう決算になっているのか、お示しいただ

けますでしょうか。 

 次に、生涯学習部からになります。主要施策の成果説明書275ページの５番の加曽利貝塚の

魅力向上について伺います。 

 １の施設等の整備、２の縄文貝塚文化研究の推進では、様々な取組がされておりますけれど

も、これも今までも要望してきたことでもあるんですが、加曽利貝塚だけでなく、市内の他の

貝塚のほうも取り上げてほしいという考えがございます。東京湾岸の貝塚群が注目されます。

市内の加曽利貝塚以外の貝塚にも学術的な重みがあると考えますし、それらの貝塚の環境整備

はきちっとやっていただきたいと考えています。東京湾岸の貝塚群という縄文時代の大規模な、

この貝の層を持つ村の集まりの価値は、先日、世界遺産に登録されました北海道・北東北の縄

文遺跡群と同格の存在であるのではないかと思っておりますので、当局のお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

 次に、276ページの６の博物館管理運営についてです。 

 ２の郷土博物館管理運営の、エの５階展望フェンス等改修については、時間がかかりました

が、眺望のよい展望階になったということで、評価しております。 

 実際、オの展示リニューアルの調査検討ですけれども、郷土博物館の展示の充実については、

千葉氏をはじめとする郷土の歴史が分かる常設展示を実現するとされておりますが、令和８年、

2026年の開府900年までに展示をリニューアルすることを承知しております。具体的な検討内

容について、令和４年度の具体的な検討内容についてお聞かせいただくとともに、今後の予定

をお聞かせください。 

 １回目は、以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 企画課長。 

○企画課長 企画課でございます。 

 先ほど冒頭に、公立夜間中学校における学齢児童の入学についても御意見いただきました。

現在、夜間中学校は１年目を迎えております。今、入学生徒38名の支援に全力を入れていると

ころでございます。夜間中学の円滑な運営を進めながら、様々な課題等を今検討しているとこ

ろでございますので、その中で学齢生徒の入学が、今、全国的にも僅かな状況の中ですので、

全国の状況を見ながら考えていきたいと考えております。 
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 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 専科指導のための非常勤講師につきまして、御回答させていただきたいと思います。 

 現場の先生の声ですけれども、先ほどからも心のゆとりができたという声も聞かれておりま

すし、専門性が高い学習となるので担任も助かると、自分自身の授業力向上にもつながるとい

うような先生の声も聞かれておりますし、やはり本当に負担軽減につながっているという声が

多く聞かれているところでございます。 

 令和３年度、令和４年度、教職員を対象に実施いたしましたアンケートによりましても、小

学校の専門スタッフの希望は、専科非常勤講師の希望が１位となっているところでございます。

そして、実際に働き方改革の時間のほうを見ましても、複合的な要素も含まれて専科非常勤講

師だけではという形にはなりませんが、令和３年度が43時間、そして令和４年度が38時間とい

う形での時間外勤務の削減にもつながっておりますので、今後この専科非常勤講師の配置につ

きましては、引き続き進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 また、文科省のほうの提言のほうもありまして、教科担任制の一部前倒しというような提言

もございました。今後につきましては、令和３年度は24学級以上の大規模校に専科非常勤講師

を配置しました。令和４年度は23学級以上という形で配置しているところでございますので、

今後もこの計画にのっとり専科非常勤講師のほうを配置して、小学校高学年における一部教科

担任制の推進を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 また、このアンケートからも、小学校の小規模校のほうにも、やはり専科非常勤講師が欲し

いという声が上がっているところでございますので、今年度から外国語の専科非常勤講師を配

置いたしました。 

 今後、小学校の小規模校におきましても、きちんと専科非常勤講師を配置いたし、不公平感

のないように対応してまいりたいと考えているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 教育指導課長。 

○教育指導課長 教育指導課でございます。 

 働き方改革に関わる授業時数についてお答えをいたします。 

 文科省につきましては、その答申の中で1,086時間以上の授業時数について言及がありまし

た。本市の令和４年度の小学校の平均授業時数につきましては、全て1,086時間よりも下でご

ざいます。中学校においては若干、同じぐらいあるいは超えているというような結果が出てお

ります。 

 今後、働き方改革に関わる、この授業時数について考えてまいりたいと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 学校教育部長。 

○学校教育部長 委員から御質問のありました行事の考え方、コロナ対応のところが標準では

ないかというところなんですけれども、学校におきまして、なかなか行事を削るというのが、

コロナ以前はできなかった部分もあります。それは地域、あるいは保護者の要望だったり、子

供たちの声というところです。ただし、コロナがあったことによって、かなり根底から考え方

が変わりました。削ってはいけないということはないというか、逆に何を残すべきかという発

想になりました。総じて言いますと、行事に関していうと、これが標準だという考え方がなく
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なって、コロナのときのものが割と標準化されてきたという中で、ただし、やはりそれを戻し

ていくというビジョンもございますし、そのほうが学校的にはよくなるということもあります。 

 全体的に言いますと、コロナを経たことで行事の見直しをしやすくなって、その方向には動

く。ただし、学校によっては元に戻っていくというところを、しっかり理屈を持ってやってい

くというところもございます。そのように混在していますが、全体的には少しずつ減っていく

というような印象がございます。 

○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。 

 保護者からの過剰な要求等についてということですけれども、本市ではスクールロイヤーを

設置しております。ですので、保護者からの要求の中で法的な対応が必要とされるところでは、

スクールロイヤーからの助言を仰いでいるところでございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 教育センター所長。 

○教育センター所長 教育センターです。家庭訪問カウンセラーについての御質問にお答えさ

せていただきます。 

 まず、家庭訪問カウンセラーの選考につきましてですが、いわゆる公認心理師等の有資格の

者ということになっております。面接に際しまして、やはり千葉市の子供たちのためにという

意欲があるかどうかというところを見させていただいているところでございます。 

 それから、訪問待ちに関してですけれども、先ほど御案内したとおり、１日平均2.8回とい

う非常に大きな回数になってございます。ですので、こちらを課題として捉えているところで

ございます。何とかしていきたいと思っているところです。 

 それから、ライトポートの指導員の業務に関してですけれども、こちらにつきましては、も

う基本的にはライトポートへ来て、子供たちの計画や自習等の支援を行っているというところ

でございます。ライトポートにカウンセラーが入っていただくことによって、やはりライトポ

ートに通う児童生徒につきましては、様々な背景、状況を持っておりますので、どう接してい

いかとか、何かあったときにどういう声かけをしたらいいかというところをカウンセラーに指

導員がアドバイスを受けると。そして、指導員が安心して子供に対応できる。そうすることに

より、子供たちも安心してライトポートで過ごせるという好循環が生まれているものと認識し

ております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） すみません、質問項目で少し前の分が抜けているんですけれども、Ｉ

ＣＴ関係等、ＧＩＧＡタブのあたりをお願いできますでしょうか。教育改革推進課長。 

○教育改革推進課長 ＩＣＴを用いた校務の効率化でございますけれども、現行の第２次キャ

ビネットを令和２年から導入しておりまして、こちらの運用に伴いまして、ある程度教職員の

負担軽減もなされたかと考えております。 

 加えて、ＧＩＧＡタブが令和３年度から導入されてございます。このＧＩＧＡタブを用いま

して、これまで連絡をする際には紙を印刷して、職員会議などで配付をしたりなどをしており

ましたけれども、そういった手間がＧＩＧＡタブで一斉に連絡事項を配信することによって、

ある程度負担が軽減されたと考えております。 
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 また、先ほど申し上げました第２次キャビネットを用いまして、すぐーるという学校と保護

者などの連絡ツールでございますけれども、こういった連絡ツールを用いまして、ある程度の

学校の負担軽減も図られていると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 生成ＡＩの活動なども入っていたかと思うんですが、何かございます

か。教育指導課長。 

○教育指導課長 教育指導課です。 

 小中学校におけるＧＩＧＡタブ活用の状況についてでございます。 

 要請訪問、そして計画訪問に行っても、どの学校も積極的な活用が行われております。教育

指導課としましては、指導主事が参観をした好事例を収集いたしまして、それを他の学校に横

展開をすると、そういうような取組を行っております。効果的な活用から子供たちが主体的に

活用する、その方向に動くよう指導しているところでございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 教育改革推進課長。 

○教育改革推進課長 教育改革推進課でございます。 

 ＧＩＧＡタブの活用に関しまして、市としてどのようなステージに来ているのかという御質

問について、お答えいたします。 

 市としましては、令和３年度からＧＩＧＡタブを導入しまして、まずは使ってみようという

ことで、積極的な活用ということで活用を促してまいりました。令和４年度からは、そこから

もう一歩先に行きまして、主に授業での効果的な活用を推進してまいりました。具体的には、

やはりＩＣＴの活用、これはあくまでも授業は子供たちの学びの質を上げるという手段でござ

いますので、その見地に立ちまして、例えば、先ほど申し上げました国語や体育などで繰り返

し動画を見たりとかして、自分のスピーチですとか、音読を改善したりすることなど、またレ

ポートを作成したり、プレゼンテーションの資料を作成したり、こうした場面で効果的に使う

ことを促してまいりました。 

 そして今年度、令和５年度からは、それよりまた先に行きまして、ＧＩＧＡタブを学校の外、

具体的には家庭などで積極的に使いましょうということで、学校外での主体的な活用も推進し

てきております。いつでもどこでも誰でもＧＩＧＡタブを活用して学べる、こういった環境を

進めております。 

 そして、続きまして、御質問いただきましたＧＩＧＡタブの更新時期や、その対応について

もお答えさせていただきます。 

 小学校、中学校の端末の更新、ＧＩＧＡタブの更新時期は令和８年度からでございます。令

和８年度から、新しい端末を使うということになってございます。 

 そして、高等学校につきましては、ＢＹＯＤ形式で端末の活用を進めております。具体的に

は、生徒個々が個々の端末を学校に持ち寄って、その端末を活用するという形になっておりま

す。つきましては、その端末については、各生徒個々の端末を持ってきているという状況から

しまして、端末の更新、これは様々な対応が必要になってきますので、県や国の動向を注視し

ながら、各学校に確認をしながら、対応を今後検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。不登校対策についてお答えしたいと思います。 

 まず、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの質の担保という御質問につい

てですが、どちらの職種におきましても研修等を行っております。先日行われましたスクール

カウンセラーの研修会にはスクールソーシャルワーカーも参加するなど、相互の研修を実施し

ております。 

 続きまして、フリースクールの経済的支援についてでございます。 

 令和４年の決算についてでございますが、フリースクールへの委託事業としまして250万円、

そして通所に係る経済的支援に関しまして52万強、そしてフリースクール等民間施設の事業費

補助として366万強、合計669万円となっております。 

 以上となります。 

○主査（渡辺 忍君） 学校教育部長。 

○学校教育部長 今、そういった方々の人選のことも御質問にあったと思いますので、補足し

ます。 

 スクールソーシャルワーカー、あるいはスクールカウンセラー等につきましては、書類、そ

して実際の対面での面接選考を行い、より質の高い人材について採用しているものでございま

す。その上で研修があって、質をさらに向上していくといった流れになっております。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課長。 

○文化財課長 文化財課でございます。 

 最初に、加曽利貝塚以外の貝塚群につきましてですが、どうしても加曽利貝塚博物館につい

ては、加曽利貝塚が中心になってはしまいますけれども、幅広く縄文時代の遺跡等について、

講座等を今後も展開できたらと思っております。 

 さらに、市原市の市立博物館と協定を結びましたので、本年度から共同の講座を企画してい

るところでございます。 

 さらに、埋蔵文化財発掘調査センターが巡回展等を実施しまして、市内の遺跡について幅広

く周知できたらと思っております。 

 郷土博物館のリニューアルにつきましては、今の博物館の展示が通史展示、いわゆる千葉市

の歴史を通しての展示になっていないという状況でございます。原始、古代、あるいは江戸時

代に当たる近世が今ないものですから、そこら辺をしっかり展示して、千葉市の歴史を通史的

に見られるような展示に充実させるよう、検討している最中でございます。 

 リニューアル工事につきましては、来年度の後半から着手いたしまして、令和７年度の上半

期で終了して、その後、展示を再開したいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 教育長。 

○教育長 先ほど働き方改革の４つのポイントを言っていただいた中の行事の縮減についてで

ございますが、学校側としては、コロナを機に縮減できるものができるのではないかというも

のが出てきたんですけれども、例えば、例を挙げますと、運動会や体育祭等々、保護者の中に

は全てが昔に戻ると思う方々がいて、その縮減に当たっては、子供はもちろんのこと、保護者

にしっかり周知した上で、この縮減をするようにということで、教育委員会から伝えておりま
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す。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 森山委員。 

○委員（森山和博君） ありがとうございます。 

 ２回目は、所感、要望になるかと思うんですけれども、公立夜間中学校の設置で開校された

ことですけれども、ぜひ、今は大変かもしれませんけれども、将来的にいえば、きちっとその

学齢期の不登校児童生徒を受け入れる体制まで見届けていただきたいと、体制を整えていただ

きたいと思います。 

 専科指導のための非常勤講師の配置、ここはやはり学校の働き方改革にしっかりつながって

いただくことと、それが学校の教員の仕事を魅力的なものにしていきたいと思っていますので、

ここは本当に集中的に、教員になられる方が、魅力的な職場であるということを、まず今働い

ていらっしゃる方がまず思ってくださることと、それを目指す子供たちを育てていきたい、教

育したいという方が集ってこられるような仕事、職場になっていただきたいと思います。 

 いろいろ改革をしなければいけない部分があって、これとは別に残業時間のお給料の話もあ

りますが、それよりもまずは今あるそのコロナを経たことで、もしかしたら本来業務をもう少

し簡単にすることで、児童生徒と向き合う時間をよりつくれるのではないかと思っています。

ぜひコロナを経て、保護者の方とよく相談していただいて、負担になっている年間行事の中で

の見直しをきちっとされてはいいのではないかと思います。学校独特の地域とのつながりがあ

るから、どうしても切れないものがあるのかもしれませんけれども、それはよく見てください。 

 もう一つ、気にしていたのは、会派としてスクールロイヤーを提案してきました。スクール

ロイヤーを提案した経緯は、保護者からの過剰な苦情に対する負担が重いのではないかと。そ

のことをもう少しきちっと教育委員会は、もう一重つくってもらいたいと。他の業界において

もクレームに強い方はたくさん存在しますし、教員の世界でも、この教員を守る仕組みは、や

はり今のままではまだ不十分と思います。メンタルヘルスの問題とか、教員志望者の離脱を促

進していることになってしまっておりますので、ここはしっかり本市においても、取組を強化

することを期待しております。 

 次に、学校教育部のＧＩＧＡタブのところに移ります。 

 ＧＩＧＡタブを導入してくださったことで、みんなで協議するような学びができたり、創造

性を育む教育ができたり、個別学習ができているかと。私も参観に行かせていただいたときに、

子供たちがＧＩＧＡタブを使って、私たち以上に上手にプレゼンテーションしているのを見る

と、大人顔負けだというところになるので、相当な情報量を処理できる能力を、もう皆さんは

持っていると思いますので、しっかりとこのＧＩＧＡタブが効率的に活用されるまで、有効的

に活用されるようにしていただきたいと思います。 

 その上で、今後、更新時期が気になっておりました。非常に予算もかかると思いますので、

これをきちっとスムーズに滞りなく進めていただきたいと思います。 

 ３番目の不登校対策についてです。 

 ここはやはり子供たちに関わってくださる人、専門人材がそこが多く学校へ行く、またフリ

ースクールに通う、ライトポートに通うに当たっても、担当の方がいらっしゃるから行こうと

なるというのは、やはり一番大きな要因だと思いますので、子供の気持ちを酌み取れるような
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人を、しっかり配置していただきたいと思います。 

 その不登校支援に関連して、フリースクールの活用をこれまでも会派としても要望してきま

したが、やはり学校だけではない部分での応援というのは必要かと思いますので、前広にフリ

ースクールとの連携強化を図っていただきたいと思います。 

 令和４年度の決算で669万円のフリースクール関連費の決算額がありますが、フリースクー

ルに通わせていらっしゃる方によりますと、フリースクールに通うのに月に三、四万円の費用、

１か所のフリースクールで済むわけではなく、いろいろな種類のフリースクールに通っていら

っしゃることからすると、非常に経済的支援を、先ほどライトポートではそういう物理的な移

動の支援をしなければいけなかったり、通いの部分は応援しなければいけない部分も理解しま

すし、フリースクールに通っていらっしゃる方にとっては、経済的な支援をやはり視野に入れ

ていただきたいと思いますので、今後、さきの代表質疑の中での答弁では、国の動向で財政的

措置を注視するということですので、ぜひそこはもぎ取っていただきたいと思います。 

 次に、生涯学習部でございますが、加曽利貝塚の魅力向上についてです。 

 もちろん、加曽利貝塚の博物館だから、加曽利貝塚だけになってしまうのは致し方がないこ

とかもしれませんけれども、千葉市内にはたくさん貝塚があるということを、皆さん誇りに思

っているんだろうと私は思っているので、そういうことからすると、加曽利貝塚がぐっと引っ

張り上げる中で、市内の加曽利貝塚以外の貝塚も注目を浴びてもいいのではないかと。私も地

域回っていますと、貝塚が生活にかなり溶け込んでしまっている部分があって、これは公園な

のか、貝塚なのかと分からないようなところもありますし、貝塚の脇にごみステーションがあ

ったりとかすると、何となく興ざめしてしまうような部分もあるので、ちゃんと遺跡だという

ものは、きちっと管理していただきたいと思っています。 

 北海道、北東北の縄文遺跡と加曽利貝塚から始まる東京周辺の貝塚群との差はないと思いま

すので、加曽利貝塚の博物館構想の中にしっかりとそれをきちっと構築していただきたいと思

っていますので、よろしくお願いいたします。 

 郷土博物館の管理運営に関しましては、私もよそから来ましたから、千葉市の歴史を知るた

めに、一番最初に郷土博物館に行きました。郷土博物館では、これで全ての千葉市の歴史が分

かるかと思いますと、少し難しい部分があって、外観がお城の形をしていますから、どうして

も歴史とか武将とかに引っ張られがちなんですが、もっとたくさん千葉市には歴史があって、

その部分をきちっと、通年史をつくられるということですので、しっかりそれは期待したいと

思います。 

 一つ、私の個人的な希望なんですが、民間航空機発祥の地であるということを伺っています。

ここはしっかり、関連する民間航空会社さんからも、ここが発祥の地なんですよねというのは

聞かれたこともありますし、９月20日が空の日とか、そういう航空の日ということもあります。

そういうことをきちっと考えると、航空記念博物館が、今、都市局が再興されているんですが、

なかなか上手に今リニューアルが進んでいない状態なので、ぜひ郷土博物館の中に民間航空発

祥の地であることの歴史も見られるような部分も、一つのアイデンティティーかと思っており

ますので、御検討いただきたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○主査（渡辺 忍君） では、休憩に入らせていただきまして、再開は１時とさせていただき
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ます。ありがとうございました。 

 

午前11時56分休憩 

 

午後０時58分開議 

 

○主査（渡辺 忍君） 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 御質疑はございますか。石川委員。 

○委員（石川美香君） よろしくお願いいたします。皆さんからいろいろ細かく質問していた

だきましたので、私からは、一問一答で１項目だけ質問させていただきます。 

 こちらの主要政策の成果説明書には載っていないんですけれども、学校図書館について伺い

たいと思います。 

 まずは、本の不読率について伺いたいと思います。 

 本市の１か月間に読んだ本が０冊の児童生徒の割合である不読率は、千葉市のホームページ

では、小学生は令和２年度で0.3％、中学生では2.6％となっておりますが、その後の令和３年、

４年の推移はどのようになっていますでしょうか。 

 また、令和４年度の学校図書館の図書購入予算額を教えてください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育指導課長。 

○教育指導課長 教育指導課です。 

 千葉市の不読率につきましては、令和３年度は全国が小学校5.5％に対し、本市は0.3％、全

国の中学校が10.1％に対し、1.3％、令和４年度は全国が小学校6.4％に対し、本市は0.6％、

中学校全国18.6％に対し、本市では1.2％となっております。不読率の推移を見ますと、本市

は全国に比べ非常に良い結果を保持していると言えます。 

 また、令和４年度の図書購入費予算額は、小学校が約4,400万円、中学校が約3,400万円でご

ざいます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。千葉市においては、すごく不読率が低いと

いうことで、朝の読書週間もあるということで、不読率がとても低いかと思われます。 

 しかしながら、１週間に１時間以上読書をしている児童生徒の割合が、これちょっと令和２

年の時点ですけれども、目標値が52％に対して、これは小学校５年生と中学校２年生のアンケ

ートですが、45％となっており、目標には達していないようなので、読む時間数が少ないと感

じました。 

 続きまして、第６次学校図書館図書整備等５か年計画によれば、令和４年から８年までの５

か年で図書、新聞、学校司書の整備などで、国から2,400億円の地方財政措置が講じられてい

ます。そのうち、図書の更新のため、地方措置額が単年度で199億円割り当てられており、活

用することが求められています。本市において、地方交付税算定額の算定方法により計算した

場合、令和４年度の図書購入の予算額は幾らになりますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育指導課長。 
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○教育指導課長 教育指導課です。 

 文部科学省のホームページにある地方交付税算定額の試算方法は、令和４年度ベースによる

と、令和４年度の試算額は約１億1,600万円です。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） １億1,600万円ということで伺いました、ありがとうございます。 

 ６月５日の読売新聞によれば、文部科学省の提示する地方財政措置額に対して、57％しか学

校図書購入費に充てられないという報道がありました。千葉市では文部科学省が提示する地方

財政措置額に対して、実際の支出済額、また執行率を教えてください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育指導課長。 

○教育指導課長 教育指導課です。 

 本市の令和４年度の地方財政措置額の試算１億1,600万円に対し、実際の歳出額は約6,600万

円で、執行率は約57％となっております。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。やはり新聞で報道があったとおり、執行率

が、57％しか使われていないということが分かりました。 

 本市における予算額と地方財政措置額の数字が乖離している原因は、どういった理由があり

ますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育指導課長。 

○教育指導課長 教育指導課です。 

 本市における予算額は、廃棄分を更新するための費用や、蔵書率の低い学校を底上げするた

めの費用を勘案して積算しております。 

 また、地方交付税は財政局において地方税と同様、使途の制限のない一般財源であり、国が

各自治体に対して、特定の分野、事業への充当を指定する性質のものではありません。そのた

め、交付税の算定根拠となる個々の分野、事業に関わる算出額と実際の予算額とを比較した場

合、算出額を下回るものもあれば、上回るものもあると認識しております。 

 本市においては、図書購入費は交付税算定の試算額を下回っているものの、少人数学級の推

進や専科教員の配置など、国基準を上回る施策を展開しているところでございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。では、国から頂いている予算を一般財源と

して、学校の教員の配置とか、違ったことに使っているということが分かりました。 

 学校図書標準は、充足率が指針となっていると思いますけれども、充足率は満たしているも

のの、結構古い図鑑ですとか、また利用価値がない本などがなかなか廃棄されることがなく、

充足率を満たすだけのものになっていることがあるようです。 

 そこで伺います。このような古い図書の廃棄についての方針は、千葉市ではどのようになっ

ていますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育指導課長。 

○教育指導課長 教育指導課です。 
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 本市では、学校図書館において、千葉市立小・中・特別支援学校図書館資料除籍基準を示し

ています。具体的な除籍基準としては、破損等が甚だしく修理が困難なもの、記述されている

内容、資料、表記等が古くなり、利用価値が失われた資料、刊行後５年をたっているもので、

記載地名等に変化が生じた図書等を廃棄するとなっております。これらの基準を基に、各学校

において計画的に廃棄を行うようにしております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。５年を基準にしているということで、こう

いった廃棄基準があるということですけれども、学校においては、廃棄は先生が行っているも

のでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育指導課長。 

○教育指導課長 教育指導課でございます。 

 学校長、そして教頭を中心として図書館主任、そして学校図書館指導員を中心に、廃棄の計

画を立てております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。現在やはり57％ということで、これから学

校図書館を充実するために、教育に熱心な自治体であるというＰＲは、若い世帯の転入者を増

やし、市税の増加にもつながると考えます。地方交付税に加えまして、企業版ふるさと納税を

積極的に推進して、学校図書を充実する考えはおありでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育指導課長。 

○教育指導課長 教育指導課です。 

 企業版ふるさと納税については、寄附を頂く企業の意向もございますが、学校図書館の充実

は、子供たちの主体的、対話的で深い学びや、探求的な学習を効果的に進める基盤として役割

が期待されていることから、重要であると考えております。そこで、総合政策局が財源の一つ

として、企業版ふるさと納税による寄附金の活用についても検討していくものと承知しており

ます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。やはりこれから子供たちが本を新しくして

もらって、図書館で調べ物をしたりですとか、これから本をたくさん借りて読んでいきたいと

いう図書館に、ぜひしていただきたいと思いますので、企業版ふるさと納税もぜひ利用しなが

ら、本の拡充、図書館の本の充実をしていただきたいと思います。 

 以上で、私の質問は終わらせていただきます。 

○主査（渡辺 忍君） ほかに御質疑ございますか。岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） それでは、一問一答でお願いいたします。 

 まず最初に、性暴力事案についてのところですが、委員から細かく聞かれていたんですけれ

ども、最近、管理職の性的な事件もあったり、あるいは教員、あるいは職員も含めて、学校関

係者が結構やはり子供との接しがあって、そこにいろいろなストレスか何かのところで、そう
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いった事案が出てくると思うんですけれども、その事案に対して、危機対応チームということ

で、弁護士などということで言いましたけれども、弁護士のほかにどういった形でチームを組

んでいるか、教えていただければと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 危機対応チームのメンバー構成でございますが、教育委員会から教育職員課の職員１名、そ

して弁護士、そして警察ＯＢの方を構成員としているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） やはりいろいろな視野から指導していくというか、観察していくとい

うところが必要かと思いまして、警察も入っているというようなところで安心しました。 

 ２に類して、次の生命（いのち）の安全教育推進なんですけれども、今のは職員、今度は子

供ということでありますけれども、子供の性暴力被害、これはどちらかというと被害者になる

可能性が強くて、大人に対しての防御を身につけさせるということが大事なところであると思

います。ただ、この性だけではなくて、私は安全教育というところで見ますと、例えば、自殺、

いじめとか、交友関係とか、あるいは家庭環境の中で、やはり悩んで自殺に追い込まれてしま

う。あるいはヤングケアラーとか、いろいろな形で、生活の中でいろいろな場面が出てくると

思うんですね。 

 もう一つ身近で、私は交通安全指導、これもやはり大事な安全教育の一環だと思っているん

ですが、そういったところを現場ではどういう指導をしているのか、分かる範囲でお願いした

いと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課長。 

○保健体育課長 保健体育課でございます。 

 各学校における交通安全教育の取組状況ということで、御説明させていただきます。 

 令和５年度の交通安全教室につきましては、小学校108校、中学校54校、全小中学校で実施

を目標としております。学校においては警察署の協力を得まして、交通安全教室を実施するほ

か、全校集会、また、学年集会の機会にも日常的に安全指導を行い、児童生徒の危険を予測し、

自ら安全に行動できる力を養っているということでございます。 

 令和４年度の交通安全教室の取組状況につきましては、小学校108校、中学校54校全校で実

施しております。 

 また、道路交通法等の一部改正で、自転車乗車中のヘルメット着用の努力義務ということが

課せられておりますので、現在、各学校において、そこの指導も力を入れて行っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） ありがとうございました。いろいろな安全指導ということですけれど

も、この時間というのは特別活動でやっているのか、道徳教育でやっているのか、ゆとりの時

間があるのかどうか分かりませんが、どういった過程でやっているのか、お示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 生命（いのち）の安全教育につきましては、やはり学校教育現場の負担増に
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ならないように配慮しているところでございまして、朝の読書の時間だとか、あと帰りの学活

時等を活用させていただいて、実施しているところでございます。 

 あと、あわせてプライベートゾーン等につきましては、全校集会等を活用させていただいて、

その中で啓発活動を行っていくという形で、やはり継続的に毎年実施していくことが効果につ

ながると考えているところでございますので、教員の負担が少ないところで、継続的に実施し

ていくという方法を取っているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 今の答弁で私も安心しました。なぜかというと、個人個人で指導して

いると、差が出ちゃうんですね。ですので、例えば、全校集会で生徒を一斉指導するというよ

うな形を取っていただけると、生徒も同じ視点で見られるかということで、今後もよろしくお

願いしたいと思います。 

 次に、学校施設の環境整備ということでお伺いいたします。 

 今、整備の内容で、どちらかというと外壁、あるいはトイレの改修、給食の冷暖房の設置を

注視しているんですけれども、私が現場で話を聞くと、いろいろな面で、例えば、グラウンド

の改修とか、あるいはグラウンドに木がいっぱい生えていて、それが外に、道のほうに出てし

まっている、そういった剪定とか、あるいは備品の中でも、今、ＧＩＧＡタブを使いながら指

導している中で、大分古くなった大型テレビ等々の修理とか、そういった面でいろいろなその

計画にない予算が必要になってくるというところで、学校によっては、まだＰタイルが剝がれ

ているところとか、いろいろありますので、そういった予算をどのように捻出しているのか、

教えていただけるとありがたいと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。 

 まず、校庭整備につきましては、その学校の前の整備からの経過年数であるとか、それから

現在の状況などを、学校の要望を伺いながら、来年はどこどこをというような形で予算をお願

いしているところでございます。 

 あと、樹木の剪定とか、いわゆる修繕につきましても、やはり前年度の実績などを踏まえな

がら、これぐらい予算をということで、財政当局のほうにお願いをしているところでございま

す。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 樹木とかは毎年のことですからあれなんですが、備品管理で、例えば、

要らなくなった備品を処分する、あるいは新しい備品を計画的に準備する。この備品について

は、必要なときに使えない。結局、後回しにされて、今使おうと思った備品がなくて、注文は

しているんですけれども、もう二、三年たってから備品が購入されて、例えば、教員の異動が

あって、こんな備品は使わないというような、その備品がすごくもったいなく、封も開けられ

ないである学校もあるように聞いています。そういった、その備品購入に関して、どのように

考えているのか、教えていただければと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 
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 備品関係の予算でございますが、まず備品を新たに購入する備品購入費、あるいは壊れた備

品を直す修繕料の予算を各学校に配付いたしておりまして、学校の裁量によりまして、予算の

範囲内で購入、あるいは修繕をしているところでございます。 

 学校間リサイクル推進事業というのがございまして、必要な備品と余剰が起きている備品と

を、学校間で有効に使えるような活動もいたしております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 今、一番最後の答弁で、学校間でいろいろ使い回しをする、私はこれ

が大事だと思うんですね。今リサイクルでいろいろな形で、その時期に必要な場合と、違うと

きに使うという場合もあるんでね。例えば、私は保健体育の教員だったので、例えば、体力診

断テストをするときに、いろいろな器具が足りなかったり、壊れたりしているときに、ほかの

学校から借りて、時期を変えて、普通なら春やるのか、秋やるのか、学校の年間計画に従って

やっているわけですけれども、そういった部分で使える使い回しはすごく、別に違う教科でも

使えることはあると思うんですね。例えば、理科の実験で器具が足らないというようなところ

で借りたり、そういったところで、やはり備品調整ができると、現場でいろいろな器具がたく

さん使えて、子供が触れることがやはり大事ではないかと思いますので、要望としてやってい

ただければありがたいです。 

 次に、不登校についてお伺いいたします。 

 不登校対策で、ほかの議員も質問をしていましたけれども、スクールカウンセラーとか、い

ろいろなスクールソーシャルワーカーとか、人数を増やしながらやっていただいて、これは不

登校になった生徒は、すごく面倒を見てもらっていると思うんですね。実際に現場というか、

現場にいる生徒の中にも、やはりそういった不登校になりかけとか、あるいは無理して学校に

登校しているような生徒もいるはずなんですね。それをぜひとも、やっている学校もあれば、

どうなのか分からないですけれども、そういった実態調査が必要なのではないかな思っている

んですが、小学校、中学校でアンケートをしているのであれば、一例を言っていただけるとあ

りがたいと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。 

 各学校において、教育相談アンケートを実施している学校が多くあります。そうした教育相

談案件の中で、やはり悩みを訴えるお子さんについては、担任ですとか、場合によっては希望

する先生と面談をする学校というのも多くあります。そうした形で、今、委員がおっしゃられ

たように、未然防止の部分に努められればと考えております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 今の答弁で、例えば、教育相談期間を取って、例えば、１週間とか、

あるいは希望の先生と面接をしたいとか、あるいは担任も含めて話しやすい教員に、自分の気

持ちを伝えたいんだというような期間というのは、大変必要ではないかと思うんですね。です

ので、ぜひともそういった期間を取って、最終的には、長欠生徒もそうですけれども、不登校

の生徒と、今、悩んでいる生徒たちが、最終的には担任に返してほしいと私は思うんですね。
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そうでいないと、やはり担任と、そのクラスの子との人間関係がきちっとできていないと、や

はり保護者もすごく不安に思ってしまうと思うんですね。ですので、そういった連携を今後重

視して指導に当たっていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、小学校の水泳学習についてお伺いいたしたいと思います。 

 学校でスイミングスクールに行ける学校と、行けない学校が出てくるわけですよね。周りに

スイミングクラブがなければ、そんな遠いところまで時間を使って、多分２こまぐらいの時間

数だと思うので、通い切れないというところで、その学校に、そこのスイミングクラブのイン

ストラクターを呼ぶということがあるんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課長。 

○保健体育課長 保健体育課でございます。 

 小学校の水泳学習における民間スイミングスクール活用事業につきましては、２つの形式が

ございまして、１つは子供たちがスイミングスクールに行って、そこで水泳学習を行う受入れ

型という形のものでございます。 

 もう一つが、派遣型といいまして、スイミングスクールのインストラクターが学校に行って、

そこで子供たちに水泳学習の指導をするという２つの形態で進めております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 今の答弁で安心しました。なぜかというと、例えば、小学校の教員は

専科でないので、水泳指導がどれだけできるかというのは失礼な言い方かもしれないですが、

研修を積んでやっているとは思うんですけれども、例えば、専門のインストラクターが教える

のと、やはり差が出てくると思うんですね。そうすると学校によって、泳力調査をしたときに、

大分変わってくるのではないかと思うんですね。そういうと、子供もそうですけれども、親が、

うちの子供は泳げないというようなところが出てきてしまうのではないかと、そこの平等感を

やはり持たないと、いろいろな地域の親がいますので、そこにある程度、文句ではないんです

けれども、要望を言ってくるような御父兄もいるかと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 最後に、277ページの、花見川図書館とこてはし台公民館の複合化についてなんですが、私

も地元が花見川区なので、この複合化については大変よかったと思います。先ほどの答弁で、

いろいろな面で活用したり、交通の利便性があったりというようなところ、そういったところ

で大変住民も、地域の方々も喜んでおりますと思いますので、ただ、これがかえって、今度、

たくさんの利用者が出てくると、その施設を借りるのに何か抽せんとか、そのような形になっ

てしまうので、そういったところの緩和というか、うれしい悲鳴なんですけれども、そういっ

たところを今後どのようにお考えなのか。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 生涯学習振興課でございます。 

 議員のおっしゃったとおり、まちの中心部に２館が設置されることに伴いまして、地域の方

からかなり御期待の声を聞いております。これによって、例えば、シャッター街だったところ

が、シャッターが開くのではないかとかいろいろ、また、これから公民館、図書館と自治会館

が真後ろにございますので、連携して地域を活性化できるという話もあります。 
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 一方、やはり多くの方がいらっしゃったために、なかなか公民館の諸室を活用できないとい

う部分も出てくる可能性もあるんですが、公民館の利用に関しては、まず定期利用団体という

ものがございまして、これは毎年、もう定期的に利用されている団体、これが毎月２こま、ま

ず事前に予約ができます。そうしました後に、実際今度、講座の諸室の予約をする３か月前に

なりますと、一般利用団体というのがございまして、定期的ではないんですけれども、利用さ

れたい団体がございまして、その方が２こま予約できるような方になります。そして、１週間

前になりますと、空いている部屋につきまして、ほかの方たちももう２こま予約、または個人

利用されたい方も予約できるような形になります。そういったものをうまくその地域の特性に

合わせて、その地域ごとの公民館で運用を柔軟に対応を図ってまいりたいと考えております。 

 また、今、図書館のほうが公民館と複合化したために、本を読む場所がないという方もいら

っしゃる場合は、公民館が空いていれば、そこの諸室を開放しているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 今の利用の仕方を大分工夫されているようで、大変安心しましたので、

最後、こてはし台公民館の跡地利用はどうなっているか、教えていただきたいと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 旧こてはし台公民館の跡地につきましては、建物が老朽化していること

がございましたので、地域に御説明を上げまして、解体工事を進めます。その後の残った土地、

地面につきましては、まず庁内に照会をかけます。こちらの活用される予定がある関係部局が

あるかどうか。その中であれば、そこと調整を図っていく。なければ、今度は公売へ進んでい

くような形となっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） ありがとうございました。以上で終わります。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 一問一答でお願いいたします。 

 初めに、268ページの１の新型コロナウイルス感染症対策ですけれども、先ほどほかの委員

からも、スクールサポートスタッフの配置について御質問がありまして、その配置されたこと

で教職員の負担軽減につながったとか、あと教員本来の業務に時間割けたということで効果が

あったということをお示ししていただきましたので、これは要望として、引き続き、やはり学

校の中に人手が増えるということは、子供にとっても教職員にとってもプラスになることだと

思いますので、引き続きスクールサポートスタッフの配置については、全校配置ということで

継続していただくように要望しておきたいと思います。 

 コロナに関連してなんですけれども、今また新型コロナ第９波という形で感染者が増えてお

りまして、あとインフルエンザとかも増えているということで、感染症対策という意味で空気

清浄機を保育所でも取り入れていますので、学校の全部の教室に入れるとなると多額の予算が

かかるというのは承知しておりますけれども、ぜひそういうことも検討していただけたらと思

います。よろしくお願いいたします。 

 次に、269ページ、４の生命（いのち）の安全教育推進についてです。 
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 こちらも多くの委員の方からいろいろ御質問されているんですけれども、私もちょっと生命

（いのち）の安全教育の動画とかを拝見しましたけれども、発達段階に応じた授業を行うとい

うことが文科省のほうから示されているんですけれども、この授業というのは、６校行ったと

なっているんですけれども、これはモデル事業ということで、教職員が行ったのか、それとも

その外部講師が行ったのかについて、お示しいただけますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 これにつきましては、外部講師による授業という形になります。それを先生

方が御覧になっていただいて、各学校のほうで水平展開していくというような形で、モデル事

業を実施したところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） そうしますと、今、令和５年度に行っている、この生命（いのち）の

安全教育月間とかというところでは、そのモデル事業を参考にしてというか、それを全校に展

開しているという理解でよろしいでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 コロナ禍で、やはり本来であれば、その展開した学校に近くの学校の先生が

見に行って授業を展開するということが理想的だったんですけれども、やはりコロナ禍によっ

てなかなかちょっと制限がございましたので、今、講師の先生がされた授業についての全校展

開につきましては、今後またもう一度検討させていただいて、対応していくような形になって

おります。 

 今回、一応さつきが丘中学校さんのほうで授業を展開するんですけれども、その中で近隣の

先生に来ていただいて、授業を見ていただいて、そして来年また展開していくという形で、今

回試してみようと考えているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） ぜひ、やはりいろいろな先生が学び合うということは、本当に大事な

ことだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 先ほど、この授業を実施して、子供たちの受け止めなどについてもお示しされていましたけ

れども、この性暴力という問題については、本当に深刻な影響を与えるものだと思います。今、

ジャニーズの性加害の問題がクローズアップされて、性暴力は許さないという声が大きくなる

一方で、依然として被害者に非があるような、そういう誹謗中傷なども後を絶たないという状

況があって、被害に遭っても言い出せないで自分で抱え込んでしまうというような人も多いの

ではないかと思います。やはり子供たちには、被害者は悪くないということをしっかり理解で

きるようにしていっていただきたいと思います。 

 あと、この生命（いのち）の安全教育の教材なんですけれども、性交とか妊娠とか避妊とか

中絶とか、そういうことはこの動画とかには出てきていないですよね。自分をやはり守るとい

うことだと、被害に遭ったときに、これは女性に限ってなんですけれども、性交72時間以内に

服用すれば効果があると言われているような緊急避妊薬の情報を、せめて高校生には、その教

材の中に入れていくべきではないかと私は考えるので、本当に子供たちを守るということで、

安全教育にはとどまらない包括的性教育というものを推進して、子供たちを性暴力の被害者に

もさせないし、加害者にもさせない、傍観者にもさせない取組というものをぜひ行っていただ
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くように、指摘しておきたいと思います。 

 次に、270ページ、10の給食室空調設備整備についてお伺いいたします。 

 こちらも先ほどほかの委員の方が御質問されておりまして、先日、日テレニュースで、全国

的に給食室へのエアコン設置が進んでいない状況を取り上げて、本市の小学校の給食室も取材

されておりましたのを、私も拝見させていただきました。エアコンがない給食室の実態という

のが映像で流れていましたけれども、ほこりが入ってこないように窓は閉め切りであったり、

調理員さんは衛生管理上、耳まで隠れる帽子にマスクに長袖、長ズボンという、そういういで

立ですし、あと大きな回転釜で調理をするために熱気が立ち上がって、外気が31度なのに室温

は34度だというような、そういう中でお仕事をされているので、調理員さんは水を飲まないと

頭痛がするというようなことも訴えられておりました。このような苛酷な環境では、体調を崩

してもおかしくないと思うんですけれども、給食職員の方で熱中症になった方はいらっしゃっ

たんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課学校給食担当課長。 

○保健体育課学校給食担当課長 学校給食担当でございます。 

 昨年７月の調査では、33校で熱中症などにより体調不良を訴えた給食従事者がいるという状

況になっております。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 33校で１人ずつ発生したという理解でよろしいですか。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課学校給食担当課長。 

○保健体育課学校給食担当課長 １人ということではございません。複数発生したところもご

ざいます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） では、全体としてはもう少し人数が多かったということですね。 

 熱中症が発症した学校において、そのうち、エアコン未設置の学校は何校あったんでしょう

か。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課学校給食担当課長。 

○保健体育課学校給食担当課長 エアコンを設置していない学校は33校中29校となっておりま

す。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） やはりエアコンがないと、熱中症が発症しやすいということが事実と

して分かったのではないかと思います。夏場の熱中症予防として、エアコンを使用するように

推奨されていると思うんですね。ましてや給食室は火を使って、湿度も高いわけですから、エ

アコンがやはり不可欠だと思います。エアコンがない給食室では、クールベストの着用とか、

スポットクーラーで対応しているということを伺っていますけれども、スポットクーラーでは、

やはり部分的にしか冷風が来ないので、部屋全体を冷やすエアコンというものが必要だと思い

ます。一刻も早い対応を求めますが、見解を伺います。 

○主査（渡辺 忍君） 教育総務部長。 

○教育総務部長 こちらの給食室のエアコンなんですけれども、当初の計画ですと令和９年度

末までということで、順次整備をしておったんですが、計画を前倒ししまして、令和７年度末
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までに全校への設置を予定しているところでございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 計画の前倒しをしてくださるというのは評価いたしますけれども、あ

と今度、令和６年度と令和７年度、２回の夏をエアコンなしで乗り切らなくてはならないとい

うのは、やはり大変厳しいのではないかと思います。熱中症で命を落とす人もいるわけなので、

エアコンがないところには、例えば、ネッククーラー、首を冷やすようなものを支給するなど

で熱中症予防に力を入れて、一日も早くエアコン設置を急ぐように求めておきます。 

 次に、272ページ、６の特別支援教育指導員配置についてです。 

 小学校の特別支援学級に通っている保護者の方から、学区の中学校には特別支援学級がなく

て、遠くの中学校まで通うことになるんだけれども、徒歩で行くことは難しいことや、きょう

だい別々の学校に行かなければならないこと、また住んでいる地域の友達や保護者と一緒に関

わっていきたいことなどから、特別支援学級を設置してほしいという要望を伺っております。

特別支援学級がない学校への支援学級設置については、どのようにしていくんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。 

 現在、小中学校における特別支援学級等の設置率は、平成29年度の78.9％から令和５年度は

90.7％と、毎年増加はしております。その中、設置の要件といたしましては、就学支援委員会

で特別支援学級での指導が適当であると判断されました児童生徒がいること、そして本人、保

護者から要望があり、学校としても設置を希望すること等が要件となっております。児童生徒

ができるだけ学区や居住地に近い学校へ通うことができるよう、今後も設置に向けた検討を進

めてまいりたいと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 第２次千葉市特別支援教育推進基本計画では、特別支援教育の基本方

針として、多様な学びの場の整備、交流及び共同学習の一層の推進を図りますと掲げられてお

ります。教育的ニーズに応じた学びを居住する地域の学校で受けることができるように、必要

に応じて特別支援学級を設置していると述べられております。ただ、本人や保護者が希望して

設置が必要だとなっても、教室の確保とか教員の確保など、特別支援学級を設置するにはクリ

アしなければならない課題が出てくるのではないかと思うんですけれども、その点については

どのように対応していくのでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 やはり特別な支援を要するお子様への学級の設置の要望等を多数聞いております。教育職員

課といたしましては、夏の免許法認定講習というのがございまして、そちらのほうで先生方に

特別支援の免許のほうの取得の促進のほうを促しているところでございます。 

 また、あわせまして、よく体育大学等の出身者の方々には、保健体育の免許と共に特別支援

の免許を取得されている方も非常に多くおりますので、やはり特別支援の免許を取得されてい

る方、複数免許取得されている方の採用のほうを積極的に、現在進めているところでございま

す。 
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○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 御努力されているということで、安心をいたしました。住んでいる地

域の特別支援学級で学びたいと希望している人が取り残されることなく、特別支援学級で学べ

るための迅速な整備を行うように要望しておきます。 

 次に、273ページの学校給食運営についてです。 

 第３子以降の無償化に２億7,000万円かかったということなんですけれども、予算のあらま

しでは３億9,400万円となっておりました。１億円以上も少なくなった理由についてお示しく

ださい。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課学校給食担当課長。 

○保健体育課学校給食担当課長 学校給食担当でございます。 

 予算の段階では、対象者の人数として7,000人ほど見込んでいたんですけれども、実績とし

ましては5,369人であったということが大きな理由になっております。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 分かりました。対象者数が少なかったということで、その分予算も少

なくなったということを理解いたしました。 

 では、次に、主要成果説明書には記載がないんですけれども、教員の働き方改革について伺

います。 

 中学校では、部活の朝練のために朝７時前から出勤して、夜は８時、９時まで残業している

のを目にしていますけれども、時間外労働は減っているんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 勤務時間外の在校時間ですが、令和３年度月平均44時間に対しまして、令和４年度は41時間

となっているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 前年に比べて３時間減少したということなんですけれども、在校時間

は減っていても、自宅に持ち帰っている仕事はカウントされないと思いますので、正確に時間

外が減っているとは言えないのではないかと思っています。 

 出産された教員の方から、子供を育てながら出産前と同じような長時間労働はできないので、

仕事を続けていくのは難しいのではないかというようなお話も聞いております。やりがいを持

って長く仕事を続けてもらうには、多過ぎる教職員の仕事を減らすことと、教員を増やすこと

が必要だと思います。教員不足は起こっていないんでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 令和４年度５月１日時点で定数内の未配置はございません。ただ、やはり小学校においては

年度途中に発生いたしました病休、休職等により代替教員が配置されない学校がございます。

その学校につきましては、教務主任、または担任外の先生で補充しているため、学級担任の未

配置は生じてはおりませんが、やはり教務主任の負担は非常に多いと聞いておりますので、そ

ちらに関しましては非常勤講師を配置しているところでございます。 

 中学校、特別支援学校においても担任外の未配置はございませんが、３月１日現在で代替教
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員の未配置の学校につきましては、小学校11、中学校１、特別支援学校５というような状況に

なっているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 学級担任の未配置というのは生じていないということですけれども、

その分教務主任の先生の本来の業務ができなかったりとか、あと教科以外の先生が専門外の教

科を受け持ったりすれば、教員の負担が増えてくるというのは明らかではないかと思います。

負担が教務主任や教科外の先生だけではなくて、教員の負担が増えることで、心身に不調を来

して休職している人なども出てきていると思うんですけれども、休職者の推移についてお示し

ください。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 休職者につきましては、令和３年度39人に対し、令和４年度は37人となっているところでご

ざいます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 横ばいというところでしょうか。やはりできればこういう休職されて

いる方は、本当に少なくしていくということが必要だと思います。急に発生してしまった病休

とか休職について、対応できるフリーの教員などもぜひ確保するということも求めておきたい

と思います。 

 次に、採用試験の応募数の推移についてお示しいただけますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 採用選考の志願倍率につきましては、小学校におきましては、令和４年度選考が2.5倍、令

和５年度選考が2.5倍、令和６年度選考が1.9倍という形で推移しているところでございます。 

 中学校においては、令和４年度選考が3.8倍、令和５年度が4.1倍、令和６年度が3.5倍とい

う形で推移しているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 小学校も中学校も志願の倍率が下がっているということだと思うんで

すけれども、この原因についてはちゃんと分析できているわけではありませんけれども、やは

り教員の働き方というところに問題があって、長時間労働しても残業がつかないというような

ことなども、若い受験の方が敬遠されるというところに要因が少しはあるのではないかなと思

います。 

 子供の教育は、熱意を持っているだけではなかなかできないと思うんですね。ぜひ働き方改

革に力を入れていただいて、千葉市の学校で働いてみたいという志願者の方が増える状況に改

善していっていただきたいと要望しておきます。 

 次に、274ページ、１の放課後子ども対策について伺います。 

 アフタースクールなんですけれども、民間事業者が運営していますけれども、実施内容につ

いてどのように把握されているのか、お示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長。 

○生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長 放課後子ども対策担当でございます。 
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 アフタースクールの運営状況につきましては、まずは月次及び年次の報告書、書類によりま

して、利用児童数ですとか職員の出勤状況、プログラム実施状況、決算等を確認しております。

また、昨年度からモニタリングを開始しておりまして、現地調査によりまして、あらかじめ定

めた基準に照らして運営状況を評価しているところです。 

 さらに、私ども職員が現地に赴く機会というものをなるべく多く設定いたしまして、日常的

な運営状況、子供たちの様子を確認するほか、学校からも意見ですとか、要望をお受けしてい

るところでございます。 

 加えまして、毎年度利用する全ての保護者にアンケートを実施しております。これによりま

して、児童や保護者の評価ですとか、意見、ニーズを把握するとともに、事業者にそれをフィ

ードバックするという取組を行っているところです。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 様々な対応策が取られているということで、理解をいたしました。事

業者も何者も運営されておりますので、事業者によって質のよしあしの差が出ないように、状

況確認や指導のほうを、ぜひよろしくお願いいたします。 

 子供たちに放課後、様々な体験活動とか、継続プログラムによる継続的な学びを提供するこ

とが、このアフタースクールの目的になっていると思うんですけれども、子供によっては、体

験活動ではなくて、自分の好きなことを楽しみたい子供もいますし、また、何もしないでのん

びり、ごろごろしていたい子供もいると思います。子供の自主性を尊重して、子供がやりたい

ことを選択できる自由が保障された居場所であってほしいと願います。 

 放課後子どもプラン第２期で、今後毎年10校ずつ子どもルームをアフタースクールに移行し

ていく方針が示されているんですけれども、子どもルームが長年築いてきた保育の積み重ねと

いうものを、ぜひ引き継いでいっていただきたいと思います。どんなところを大事に保育して

きたのかとか、あと、また子供たち一人一人について、特徴や配慮について、書面だけではな

くて、対面で丁寧な引継ぎというものが行われるように要望しておきたいと思います。 

 次に、２番の生涯学習センター管理運営について伺います。 

 会議や研修等で丸一日生涯学習センターを利用した場合、駐車場の料金が3,000円かかって

しまうということで、上限を設けて近隣の民間並みに引き下げることを求めますけれども、見

解を伺います。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 生涯学習センターのまず駐車場でございますが、施設の利用者は２時間

まで無料とさせております。それ以降につきましては、20分100円で１時間当たり300円となっ

ております。上限額の設定につきましては検討いたしましたが、施設利用者以外の長時間利用

を懸念するため、導入する予定はございません。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 施設を長時間利用する人への配慮はしていただけないということです

ね。それはやはり公共施設の駐車場の在り方として、いかがなものかと思います。近隣の駐車

場は60分100円のところもありますし、24時間とめておいても1,000円から1,500円の間になっ

ていますので、長時間とめるつもりなら、民間駐車場にとめる人が多いのではないでしょうか。
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催物をする際に荷物の搬入があれば、施設の駐車場にとめる必要があるわけですから、せめて

上限を1,500円にして、利用者の負担軽減をぜひ図っていただきますよう再度求めておきます。 

 次に、３番の公民館管理運営について伺います。 

 初めに、利用者の推移についてお示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 利用者の推移でございます。 

 コロナの感染が拡大する前ですが、令和元年度につきましては、94万9,000人の方に利用し

ていただいております。感染対策による休館などを実施した令和２年度におきましては44万

9,000人、休館を行わなかったんですが、利用者数の制限を行った令和３年度は63万5,000人と

なっております。そして、令和４年度６月10日から利用者制限を解除したわけなんですが、令

和４年度は75万2,000人となっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） それでは、利用者の年齢割合についてはどうなっているでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 未就学児が1.9％、小学生が７％、中学生が1.4％、中学校卒業以上、高

齢者以外の方は26.7％、一番多い高齢者が63％となっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） ありがとうございます。 

 登録サークル数の推移についてもお聞かせください。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 コロナ前の令和元年度ですが、1,923団体ございまして、２万2,084人の

方、休館などを実施した令和２年度ですが、1,867団体、２万1,857人、令和３年度は1,802団

体、１万9,618人、令和４年度は1,753団体、１万8,887人、そして令和５年４月１日現在でご

ざいますが、1,783団体、１万8,906人となっております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 今年度になっても1,783団体ということで、昨年に比べたら少しは増

えていますけれども、なかなかそのコロナ前の状況までは戻っていないということで、これは

やはりコロナによって活動を停止してしまったサークルが活動を再開できないまま、消滅して

しまったというか、そういうところが多いのではないかと思います。ぜひ主催事業を契機にし

て、新たなサークルが増えていくような取組をお願いいたします。 

 次に、改修や修繕など、主な実施内容についてお示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 令和４年度でございますが、トイレの和式から洋式化の改修工事を14館

において実施しております。そしてそれ以外に、例えば、おゆみ野、打瀬では、空調設備改修

の実施設計を行い、稲浜では駐車場の改修工事などを実施しております。それ以外にも、稲毛

公民館など３館につきましては、屋上の防水修繕などを実施するほか、ほかにテレビのアンテ
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ナであったり、給湯器、床、外壁の修繕など、建築部所管の部分はございますが、全体で約

7,800万円の修繕を行っております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 公民館は結構老朽化が進んでおりますので、計画的に修繕を行ってい

ただきたいと思うんですけれども、和式のトイレを洋式化した公民館について見てきたんです

けれども、やはり高齢者の利用が多いわけですから、洋式になったということで、使いやすく

なったのではないかと思うんですけれども、ペーパーホルダーとか、手すりの位置など、その

便座に座ったときに、遠くではないと手が届かないとかというような、少し使いにくいと思わ

れるところもありましたので、せっかく改修するわけですから、そこの公民館の職員の意見を

聞いてもらって、ぜひいいものをしてもらいたいと思います。 

 次に、車椅子の方も利用できるように、２階建ての公民館にはエレベーターが必要だと思う

んですけれども、エレベーター設置の考え方についてお示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 エレベーターは、公民館47館中15館に設置しております。考え方ですが、

平成８年度以降に開設した公民館、諸室が２階しかない幸町公民館及び若葉区を除く中核公民

館に設置しております。そのほかの公民館につきましては、後づけ設置には、構造上の問題や、

多額の費用を要するため、建て替えや大規模改修の際に合わせて設置してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 多様性を尊重していく上では、エレベーターの設置は欠かせないと考

えます。エレベーターがないことで利用者を遠ざけることがないように、ぜひエレベーターの

設置についても、計画的に進めるよう求めておきます。 

 次に、自習室の利用率と利用者の内訳についてお示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課長。 

○生涯学習振興課長 全ての公民館におきまして、17時まで空きのある諸室やロビーを、小中

学生に自習室として開放しております。また、幸町、幕張など一部の公民館では時間を延長し、

高校生や大学生にも開放しております。 

 利用率の集計を行っておりませんが、自習室の利用者数は、令和３年度は5,289人、令和４

年度につきましては、１万2,861人の方に御利用いただいております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 子供の居場所として、また新たな学びの発見の場として公民館がもっ

と活用されるように、小中学生へのさらなる情報発信の方法なども検討していただきたいと思

います。 

 次に、276ページ、６の博物館管理運営について伺います。 

 入館者数の推移と、令和４年に放送されました大河ドラマの影響はあったかどうかについて

お示しください。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課長。 
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○文化財課長 文化財課でございます。 

 郷土博物館の昨年度、令和４年度の入館者数でございますが、５万6,522人となっておりま

して、前年度と比べますと１万1,000人増加しております。このことからも、大河ドラマの影

響はあったものかと考えております。 

 また、新型コロナの流行の落ち着き具合の影響もあったかと思いますけれども、大河ドラマ

に関連してゴールデンウイーク前後に開催いたしましたＮＨＫ主催の、鎌倉殿の13人展や、そ

の後に実施しましたパネル展、千葉常胤と13人の御家人たちにおきましては、多くの入館者が

ございましたことから、大河ドラマの影響はやはりあったものかと考えております。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 千葉開府900年のロードマップによりますと、2017年に郷土博物館の

入館者が６万1,222人だったものを、2026年には８万人にしていくという数字が出ております。

2022年、昨年は５万6,000人だったので、８万人までの目標を達成していくのは、なかなか厳

しいのではないかと感じるんですけれども、今後どのような取組をされるのか、お聞かせくだ

さい。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課長。 

○文化財課長 当博物館の展示リニューアルを検討しておりまして、来年度の後半から実施い

たしまして、令和７年度前半までに完了いたしまして、そのリニューアル効果によって、入館

者数を増やすことができるものと考えております。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） やはり郷土博物館は、千葉市の歴史が詰まったところだと思いますの

で、ぜひ多くの方に見ていただくように、いろいろな取組をお願いいたします。 

 次になんですけれども、以前、私が郷土博物館を閉館時間まで見学したことがあったんです

けれども、外が暗くて階段の足元がよく見えなくて、すごく危ないと感じたんですけれども、

明かりをつけるとか、そういう改善方法などは考えていますでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課長。 

○文化財課長 郷土博物館でございますが、館外に照明を設置しておりません。このため特に

冬の時期につきましては、階段が見えにくいということは承知しております。認識をしており

ますので、今後、階段部分の照明について検討してまいりたいと存じます。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 安全面の確保というのは重要だと思いますので、早期の対策をお願い

いたします。 

 最後なんですけれども、ホームページの交通アクセスのところで、千葉市シェアサイクルの

利用案内が載っているんですけれども、郷土博物館の周辺には美術館とか、きぼーるなど、市

の施設もたくさんありまして、自転車で回れば一日楽しめるのではないかと思うんですね。ぜ

ひ他の施設とも情報を共有して、利用向上につなげていくことが必要ではないかと思うんです。 

 そしてあと、シェアサイクルの情報がきぼーるのホームページには載っていないんですね。

ですから、千葉市は自転車の活用ということも進めているわけですから、きぼーるのホームペ

ージにもシェアサイクルの情報を載せることを提案しますけれども、見解を伺います。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課長。 
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○文化財課長 きぼーるのほうにつきましても、こういった御意見があったということで伝え

させていただきます。いかんせん、きぼーるのほうは、文化財からは所管外になりますけれど

も、シェアサイクルの利用案内等を博物館のホームページでも掲載しておりますことから、今

後も他施設との回遊性を高めてまいれるように努めてまいりたいと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） ありがとうございました。以上で質問を終わります。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） 一問一答でお願いします。 

まず、272ページの小学校の水泳学習における民間スイミングスクールの活用についてです。 

 スイミングスクールにおける水泳学習が７校から９校へ、インストラクター派遣による水泳

学習が２校拡充されたと記載があります。美浜区の新設小学校においても、プール施設を造る

予定であると認識しておりますが、こちらに記載されている教員の負担軽減及び学校プール施

設の維持管理費削減などを目的としと、記載があるんですけれども、新しくプールを造るのと、

学校プール施設の維持管理費削減は結構矛盾しているようにも感じるんですけれども、市の方

針をお聞かせいただければと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課長。 

○保健体育課長 保健体育課でございます。 

 小学校の水泳学習における民間スイミングスクール活用事業の受入れ型の学校の選定条件と

しましては、プールが老朽化をして、新たに建て替えをする必要が出てくるというような状況

がある学校につきまして、このような事業を導入しているというところです。ですので、先ほ

どお話ししました、受入れ型の学校の選定条件としては、まずプールの築年数が40年を超えて

いる学校、そして学校からスイミングクラブまでの距離が歩いて500メートル程度以内ですと

か、バスを使って10分以内というところ、また、財政効果が見込める、その学校の児童数がお

おむね500人程度以下というところで選定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） 学校のケース・バイ・ケースで対応されるということで、認識いたし

ました。 

 次に、274ページの放課後子ども対策についてです。 

 ２番の放課後子ども教室に関しては、アフタースクールに集約していくという認識でおりま

すが、５番の千城小放課後見守り事業、これは児童数が少ないからということで、見守り事業

と認識しているんですけれども、アフタースクールと、この放課後見守り事業の違いというの

は何でしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長。 

○生涯学習振興課放課後子ども対策担当課長 放課後子ども対策担当でございます。 

 見守り事業と子どもルーム、それからアフタースクールとの違いというところなんですが、

お子さんを預かる時間ですとか時期、そういったものは同等になります。ただ、今年度につき

ましては、利用ニーズが低かったので土曜日は閉所という扱いにはしておりますが、時間帯で

すとか、そういったことは、アフタースクールと子どもルームは同等ということになっていま
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す。 

 学校施設を使って放課後の時間を自由遊びですとか、宿題とか、自主学習をして過ごすとい

う過ごし方についても、おおむね差はございませんし、配置している大人の数もおおむね差は

ございません。ただ、人数が少ないので、子ども家庭庁からの補助金が当たる状況では今ない

という違いがございます。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございます。土曜日と補助金以外に違いはないということ

で、名前だけが違うという形で認識いたします。 

 次に、加曽利貝塚の魅力向上についてです。 

 （２）のアなんですけれども、事業者の選定のためのアドバイザリー業務というのは、具体

的にどのようなものでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 文化財課新博物館整備室長。 

○文化財課新博物館整備室長 文化財課新博物館整備室です。 

 このアドバイザリーといいますのは、事業者を募集するために、いわゆる仕様書に当たるも

のを作成するんですが、この新博物館の整備についてはＤＢＯ方式という方式を取っておりま

して、施設の設計から建設、あと開館後10年間の維持管理まで含めた、かなりボリュームのあ

る仕様書となります。これは専門的な用語で要求水準書と言います。こういった要求水準書な

どを作るに当たって、非常に専門的な知見が必要ですので、そういったところの支援をいただ

くというのが、このアドバイザリー業務でございます。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） 事業者選定のために、事前にそういった専門的な知見が必要だという

ことで、事前にこういったアドバイザリー業務が必要だということで、認識いたしました。 

 戻りまして、271ページの１番の高等学校及び特別支援学校高等部ＧＩＧＡスクール構想の

実現についてなんですけれども、先ほどどのようなステージにあるかという質問がなされてお

りまして、令和３年から積極的な活用、令和４年は具体的な使用、令和５年は学校外での主体

的な利用推進、そして令和８年で新端末の導入という形だったんですけれども、来年度、令和

６年であったり令和７年度の目標等があれば、お聞かせいただければと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 教育改革推進課長。 

○教育改革推進課長 教育改革推進課でございます。 

 来年度の令和６年度以降に関しましては、引き続き授業での効果的な活用をさらに深化させ

ていくとともに、家庭での主体的な活用もさらに促してまいりたいと思っております。今後、

生成ＡＩとか、そういう話もございます。こういったことも視野に、次期端末更新を見据えな

がら、さらに学びと関連の機器、こういったものをしっかり研究しながら進めてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） これまでの施策を令和６年、７年も推進するということで、認識いた

しました。 
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 ２の次期キャビネットコンサルティングについてです。 

 次期キャビネットへの更新に向けて、整備計画書等の作成を実施したと記載されているんで

すけれども、整備計画書等の作成に2,530万円ということで、どのようなものなのかなという

ところで、お聞かせいただければと思います。 

○主査（渡辺 忍君） 教育改革推進課長。 

○教育改革推進課長 教育改革推進課でございます。 

 本市の学校教育情報ネットワークキャビネットにつきましては、非常に専門的な業務でござ

います。現行の第２次キャビネットは、ＧＩＧＡスクール構想の直前に導入を図っております。

つきましては、現行のキャビネットネットワークは、ＧＩＧＡスクール構想を想定しないとい

う形になってございます。なおかつ、今後、デジタル教科書、例えば、来年度から英語、そし

て順次、数学、算数も導入される予定でございまして、このネットワークを増強する必要がご

ざいます。 

 また、学校現場では、もう少し教員の負担軽減の観点から、このキャビネットネットワーク、

キャビネットの端末があるわけで、先生方一人一人端末を持っているんですけれども、その端

末の起動を早くしてほしいとか、そういった声もございます。その観点から、全体的なこのシ

ステムの構成を、ＩＴの専門的な知見から調査分析する必要がございますので、こうした専門

的な知見から第３次キャビネットの調達に当たっての整備計画書、仕様書を作成する必要があ

ることから、今回のこの費用を用いまして、ＩＴコンサルタントに委託をしまして整備計画書、

仕様書を作成した次第でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） この整備計画書を、そのキャビネットを導入する前提の計画書で

2,500万円というのは、結構これが安いのか高いのか、これが妥当なのかというのがよく分か

らないところもあるんですけれども、その点については、ちょっと私も調査を進めさせていた

だいて、キャビネット計画については、今後のＧＩＧＡスクール構想の次のものを進めるに当

たって必要なものだと認識しておりますので、その点に関してはしっかりと計画書も整備の上

に進めていただければと思います。 

 以上で終わります。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員、お願いします。 

○委員（石井茂隆君） 一問一答で何点かお聞きしたいんですけれども、先ほど来、働き方改

革の話が出ていましたね。それで取り組んでいくという話もずっとしているわけですけれども、

これは全国的な問題だし、どこでもみんな同じようなことを言っていて、あまり進まないのが

現状だと思うんですよ。 

 そこで、違う視点から、例えば、コンサル会社を頼むとか、そういう考え方というのはない

のか、あるか。というのは、例えば、１年間で、これにおられる方は残業代がつかないけれど

も、早く帰ることができると。１年間でたった３時間。それとアワーレート、１時間幾ら払う

というのがありますよね。残業だと割増賃金を払っていますよね。そうすると、たった数時間

で億の単位が出るのではないか。億単位の、コンサルを頼むぐらいの金が出るのではないかと

思うんですよ。そういうことでやったらいかがであろうかということで、いかがでしょうか。

というのは、今まではほとんどできなかった。人を増やすということはよく言うけれども、こ
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の中身を筋肉質にやっていくという考え方はないのではないかと。そこでいかがでしょうか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 令和３年度、民間のコンサル会社をお願いいたしまして、学校の働き方改革について、業務

のほうを見直していただき、令和４年度に働き方改革キックオフという形で、取組について学

校のほうに水平展開したという経緯がございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） その結果は全体で何時間ぐらい、例えば、１年間に数十時間あったの

が、形として何時間減ったのか。アドバイスしてもらっているけれども、実行したり、何時間

減ったとか、そういうものは出ていますか。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 教育職員課でございます。 

 令和２年度が45時間、令和３年度が44時間、令和４年度が41時間という形で、少しずつ減っ

ているような形になっているところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） ということは、形に表れているという捉え方をしているんですね。 

○主査（渡辺 忍君） 教育職員課長。 

○教育職員課長 働き方改革キックオフの中では、まず一つは、業者のほうの提言の一つとし

て、スクールサポートスタッフの方について、きちんとマネジメントをして有効活用しなさい

というような御意見をいただきましたので、学校の中でスクールサポートスタッフをマネジメ

ントする方を１名決めていただいて、学校の中でスクールサポートスタッフの有効活用を使う

とか、あと併せて帰るボードのほうをつくらせていただいて、帰る時間を前もって宣言するこ

とによって、時間外を減らしていこうというような考え方をやってみたりとか、あともう一つ

は、学校の中で働き方改革の話合いをするような時間を設けなさいというような形の提言をい

ただきましたので、その提言書のほうを各学校に水平展開して実行しているという状況になっ

ておりますが、なかなかそれが確実に実行されているかというところにつきましては、それぞ

れ各学校の実態に応じて、その提言を基に事業を進めているようなところでございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） 分かりましたけれども、先ほどコロナの後、継続するとかしないとか

という話がありましたね。そういう判断でもってやっていくと。では、今やっている学校の中

の仕事は、全部続けなければいけないものなのか、カットできるものがあるのか。それはもし、

今、課長がおっしゃったように、ジャッジするのは校長先生だというようなことであれば、こ

の校長先生が横並びの考え方を持っていたら、ほとんど動きませんよね。校長先生がみんな横

並びで、あの学校でやっていくんだから、うちの学校でやらなければいけないだとか、そうい

うことであれば動かないと思います。 

 だから、コンサルはどの程度まで中に入り込んできて、各学校の中にこういう無駄があると、

どの程度の予算を使ってやったのか分かりませんけれども、相当あるのではないかと私は思っ

ているんですよね。機会があったら、またやってもらいたいと思います。 

 次に、地域運動部の話がありましたね。その中で休日の話がありました。私は前に週５日２
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時間で２日休みというようなことで聞いていたんですけれども、最近は週５日やっていないら

しいですね。週５日部活をやっていますか。物によるんですけれども、例えば、運動部、野球

部、サッカー部と、例えば、どういう形になっていますか。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課長。 

○保健体育課長 保健体育課でございます。 

 学校の部活動につきましては、千葉市運動部活動ガイドラインというものを示しまして、平

日はおおむね２時間以内、そして休日は３時間以内、休みの日については、平日は１日、土日

ではどちらかを休むようにということで、各学校に指示をしているところでございます。 

 各学校に、そのガイドラインの遵守状況の調査をしたところ、おおむね休養日につきまして

は、99％以上の学校が守られているということで、逆に遵守されていて、さらにそれよりも活

動の日数とか時間が少なくなる部活動もあると思っております。 

 以上でございます。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） そうすると、５日やっておおむね２時間以内と。それから休日は１日

だと、足し算すると６日になる、そういう理解でよろしいですか。 

○主査（渡辺 忍君） 保健体育課長。 

○保健体育課長 保健体育課です。 

 すみません、説明が不十分で、平日５日のうち１日は休みにするということと、土日２日の

うち１日を休み、１週間７日のうち２日は休みということでございます。申し訳ございません。 

○主査（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） 分かりました。では、合計して５日だということですね。足し算して

全部で１週間のうち５日になると。 

 私は高校野球が好きなんですよ。千葉テレビをよく見るんですけれども、そうすると、何々

中学出身とテロップが出る。それで、私はクラブチームを結構やっていまして、その連中はど

こどこチーム出身だというの、クラブチームですよ。例えば、この辺で来年、新宿中学校があ

りますが、そうではなく、見ている連中というか、野球を知っている連中は、あれはどこどこ

クラブチームだと。実際、中学校でやっていないんですよ。土日やって平日の夜、私のところ

はナイターをやるんですよ。丸一日やったら、４時ぐらいに早く帰ってきて、５時くらいから、

親が送ってきてやっていますけれども。そのように変わってきているのではないかと思うんで

すよね。私は強いチームは変わってきているというような気がするんですね。 

 こういうことは、地域運動部活動って出ているけれども、実際はどんどん変わってきている

のではないかと私は思っていまして、どんどん進めてもらいたいと思います。それにはやはり

お金もかかるんだけれども、そこですぐお金の話が出てくる。クラブチームをやっている人は、

お金の話なんかほとんどしないですよ。その辺で分かれてくるのではないなと、学校では、み

んなが同じような状況の中で、野球だったら軟球をやっていけたらいいのではないかと。分か

れていく必要があるのではないかと思っていますけれども、これは意見として申し上げて、私

の発言としてもらいたいと思います。 

○主査（渡辺 忍君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑がなければ、以上で教育委員会所管の審査を終わります。 
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 教育委員会の方々は御退室願います。御苦労さまでした。 

［教育委員会退室］ 

 

指摘要望事項の協議 

○主査（渡辺 忍君） それでは、教育委員会所管について指摘要望事項の有無、また、ある

場合にはその項目について御意見をお願いいたします。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 生命（いのち）の安全教育の推進については、多くの委員から質問も

出されておりましたし、やはり性暴力に遭わないために、子供たちがどのように自分を守って

いくかというところを、本当に今、力を入れてやっていく必要があると思うので、そこのとこ

ろをぜひ入れていただきたいなと思います。 

○主査（渡辺 忍君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見ございませんでしょうか。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 先ほどの質疑の中で、家庭訪問カウンセラーの数が需要に対して少な

いというお話があったので、やはり多くの子供たちに、大人の手をかけてあげるということで、

家庭訪問カウンセラーの数を増やすということを要望したいと思います。 

○主査（渡辺 忍君） ほかに御意見ありますか。段木委員。 

○委員（段木和彦君） 先ほどから出ていて、その前にもし指摘要望事項になっていたら外し

てもらってもいいんですけれども、不登校をこれからこの委員会としても深めていくと思うの

で、もし出ていなければ、それも検討の中に入れていただければと思います。 

○主査（渡辺 忍君） ほかに御意見ありませんか。森山委員。 

○委員（森山和博君） 私も、せっかく委員会が不登校対策を所管事務調査していて、黒澤委

員のほうも、家庭訪問のそういう専門員も必要かと、そこをやはり言っていただきたいと、需

要が保護者のほうからもありますから、ぜひそういう指摘はしておきたいと思いました。 

○主査（渡辺 忍君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（渡辺 忍君） それでは、ただいまの御意見を踏まえ、正副主査において教育委員会

所管の指摘要望事項の案文を作成させていただき、９月27日水曜日の本会議散会後に開催され

る分科会におきまして御検討をお願いいたします。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次回は、９月27日水曜日の本会議散会後に、教育未来分科会を開きます。 

 本日はこれをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

 

午後２時26分散会 

 

 


